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○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

       （諸般の報告）

日程第 ２ 一般質問   ２番 大 江 道 男 君

日程第 ３ 承認第 ４号 専決処分の承認について

            ［美幌町税条例等の一部を改正する条例］

日程第 ４ 承認第 ５号 専決処分の承認について

             ［平成２７年度美幌町一般会計補正予算（第１３号）］

日程第 ５ 承認第 ６号 専決処分の承認について

［平成２７年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）］

日程第 ６ 承認第 ７号 専決処分の承認について

             ［平成２７年度美幌町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）］

日程第 ７ 承認第 ８号 専決処分の承認について

            ［平成２７年度美幌町介護保険特別会計補正予算（第６                 

号）］

日程第 ８ 承認第 ９号 専決処分の承認について

            ［平成２７年度美幌町公共下水道特別会計補正予算（第                 

５号）］

日程第 ９ 承認第１０号 専決処分の承認について

             ［平成２８年度美幌町一般会計補正予算（第１号）］

日程第１０ 議案第４７号 動産の取得について

（除雪グレーダ）

日程第１１ 議案第４８号  動産の取得について

（クロスカントリースキーコース用圧雪車）

日程第１２ 議案第４９号  工事請負契約の締結について

（美幌下水終末処理場水処理施設機械設備更新工事）

日程第１３ 議案第５０号  工事請負契約の締結について

             （美幌下水終末処理場水処理施設電気設備更新工事）

日程第１４ 議案第５１号  美幌町過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について

日程第１５ 議案第５２号  北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について

日程第１６ 議案第５３号  北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第１７ 議案第５４号  北海道市町村総合事務組合規約の変更について

日程第１８ 議案第５５号  美幌町へき地保育所条例の一部を改正する条例制定について

日程第１９ 議案第５６号  美幌町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定について

日程第２０ 議案第５７号  平成２８年度美幌町一般会計補正予算（第２号）について

日程第２１ 議案第５８号  平成２８年度美幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について

日程第２２ 議案第５９号  平成２８年度美幌町水道事業会計補正予算（第１号）につい

て
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○日程追加事件

追加日程第１ 行政報告

追加日程第２ 議案第６０号 美幌町長等の給与等に関する条例の一部を改正する条

             例制定について

○議事日程

日程第２３ 意見書案第４号 日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意

見書について

日程第２４ 意見書案第５号 義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、子

どもの貧困解消など教育予算確保・拡充と就学保障の充実、

「３０人以下学級」の実現をめざす教職員定数改善を求める

意見書について

日程第２５ 意見書案第６号 平成２８年度北海道最低賃金改正等に関する意見書について

日程第２６ 意見書案第７号 「新たな高校教育に関する指針」の見直しとすべての子ども

に豊かな学びを保障する高校教育を求める意見書について

日程第２７ 報告第 ７号 平成27年度美幌町一般会計予算繰越明許費繰越計算書につ

いて

日程第２８ 報告第 ８号 一般財団法人美幌みどりの村振興公社の経営状況報告につい

て

日程第２９ 報告第 ９号 専決処分の報告について

             （町道第２４号道路上の車両破損事故による損害賠償）

日程第３０ 報告第１０号 専決処分の報告について

             （美富団地３号棟駐車場倒木事故による損害賠償）

日程第３１ 報告第１１号 専決処分の報告について

             （発注業務に係る支払遅延による損害賠償）

日程第３２ 報告第１２号 例月出納検査報告について（２月～４月分）   

日程第３３ 閉会中の継続調査について

○出席議員

     １番 髙 橋 秀 明 君      ２番 大 江 道 男 君

     ３番 新 鞍 峯 雄 君      ４番 上 杉 晃 央 君

     ５番 稲 垣 淳 一 君      ６番 戸 澤 義 典 君

     ７番 早 瀨 仁 志 君      ８番 岡 本 美代子 君

     ９番 坂 田 美栄子 君     

    １１番 橋 本 博 之 君     １２番 中 嶋 すみ江 君

    １３番 古 舘 繁 夫 君  議 長１４番 大 原   昇 君

○欠席議員

副議長１０番 吉 住 博 幸 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席説明員

  美 幌 町 長       土 谷 耕 治 君
教 育 委 員 会       
委 員 長       

沖 田   滋 君
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  農 業 委 員 会       
  会 長       

鈴 木 幸 往 君
選挙管理委員会
委 員 長       

松 本 光 伸 君

  監 査 委 員       髙 木   清 君

○地方自治法第１２１条第１項の規定による出席受任説明員

副 町 長       平 井 雄 二 君   総 務 部 長       広 島   学 君

  民 生 部 長       高 崎 利 明 君   経 済 部 長       矢 萩   浩 君

  建設水道部長       小 西   守 君   病 院 事 務 長       但 馬 憲 司 君

  会 計 管 理 者       植 木 恒 則 君   事務連絡室長       中 村 敏 文 君

  総 務 主 幹       石 澤   憲 君   電 算 主 幹       河 端   勲 君

  まちづくり主幹       露 口 哲 也 君   計 画 主 幹 小 室 秀 隆 君

  財 務 主 幹       小 室 保 男 君   契約財産主幹       大 場 正 規 君

  税 務 主 幹       田 中 三智雄 君   環境生活主幹       佐々木   斉 君

  児童支援主幹       武 田 孝 司 君   福 祉 主 幹       遠 藤   明 君

  健康推進主幹       佐 藤 和 恵 君   社会福祉主幹       多 田 敏 明 君

  農 政 主 幹       渡 辺 靖 行 君   耕地林務主幹       伊 成 博 次 君

商 工 主 幹 後 藤 秀 人 君   観 光 主 幹 那 須 清 二 君

建 設 主 幹       川 原 武 志 君   施設管理主幹       中 沢 浩 喜 君

  建 築 主 幹       小 西   順 君   水 道 主 幹       御 田 順 司 君

  病院総務主幹       遠 國   求 君   事務連絡室次長       志 賀   寿 君

  教 育 長       平 野 浩 司 君   教 育 部 長       高 木 恵 一 君

  学校教育主幹       田 村 圭 一 君   学校給食主幹       石 田 勇 一 君

  社会教育主幹 荒 井 紀光子 君   町民会館建設主幹 斉 藤 浩 司 君

  スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 君   博 物 館 長 鬼 丸 和 幸 君

  農業委員会事務局長       西   俊 男 君  選挙管理委員会事務局長       
監査委員室長       

谷 川 明 弘 君

  

○議会事務局出席者

  事 務 局 長       藤 原 豪 二 君   次     長 橋 本 美 典 君

  議 事 係 長       橋 本   勝 君   議 事 係       寺 田   好 君
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午後 １時１５分 開議  

◎開議宣告

○議長（大原 昇君） こんにちは。御苦

労様です。

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。

定足数に達しておりますので、これから

平成２８年第３回美幌町議会定例会第２日

目の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の

規定により、１番髙橋秀明さん、２番大江

道男さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。

なお、吉住議員、通院のため本日欠席の

旨、届け出がありました。

以上で諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎議会運営委員長報告

○議長（大原 昇君） 昨日、議会運営委

員会を開きましたので、委員長からその結

果について報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 昨日、議会運営

委員会を開催いたしましたので、その内容

と結果について報告いたします。

町長から、美幌町立国民健康保険病院の

外科医師の退職及び職員の懲戒処分につい

て、追加の行政報告があります。

また、追加議案として、議案第６０号美

幌町長等の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定についてが提出されました

ので、本日、第２日目の議案第５９号平成

２８年度美幌町水道事業会計補正予算（第

１号）についての後に審議することに決定

いたしました。

議員各位及び説明員の御理解と御協力を

お願いいたしまして、議会運営委員長とし

ての報告を終わります。以上です。

―――――――――――――――――――

◎日程追加の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、日程第２２ 議案第５

９号平成２７年度美幌町水道事業会計補正

予算（第１号）についての次に、行政報告

及び議案第６０号美幌町長等の給与等に関

する条例の一部を改正する条例制定につい

てを日程に追加し、追加日程第１から追加

日程第２までとし、それぞれ議題にしたい

と思いますが、これに御異議ありません

か。

［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、行政報告、議案第６０号を

日程に追加し、追加日程第１から追加日程

第２までとし、それぞれ議題とすることに

決定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 一般質問

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。
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２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

既に通告しております２点につきまして、

質問してまいります。

その第１は、要保護準要保護児童・生徒

就学援助費の支給についてであります。

最初に、要保護準要保護児童・生徒就学

援助費の支給についての国の通知について

お伺いいたします。

要保護準要保護児童・生徒就学援助費の

支給申請受付は、年度が始まってからとな

っておりまして、小・中学校の入学準備時

期であります２月・３月時点では、支給が

間に合わず、生活困窮世帯にとっては、入

学準備金を立てかえている状況にありま

す。

ことし５月２４日の参議院文教科学委員

会において、文部科学省初等中等教育局長

は、児童・生徒が援助を必要とする時期に

速やかに支給できるよう、十分配慮するよ

う、都道府県教育委員会に通知していると

答弁していますが、国・北海道庁から町へ

の通知内容について、お示しいただきたい

と思います。

２項目めは、要保護準要保護児童・生徒

就学援助費の来年度からの入学前繰り上げ

支給についてであります。

全国的に、要保護準要保護児童・生徒就

学援助費の支給については、小・中学校入

学前の入学準備金としての、自治体独自の

繰り上げ支給が始まっております。繰り上

げ支給のための予算の増額は必要ありませ

ん。

生活困窮者からも喜ばれると思われます

ので、美幌町においても、来年４月の入学

前に、入学準備金が受け取れるよう、制度

改正を行うべきと考えます。町としての考

えをお伺いいたします。

２点目は、まちなか緑化の推進について

であります。

その一つは、第７期美幌町地域緑化推進

計画の問題点と課題についてであります。

第７期美幌町地域緑化推進計画につい

て、下記の項目ごとの到達状況と、問題

点・課題をお示しいただきたいと思いま

す。

一つは、公園・緑地・街路・その他公共

施設・工業用地・市街地空き地等の地域緑

化の当面の目標についてであります。

２点目は、緑の保全推進協定の締結状況

についてであります。

３点目は、公共施設環境活動里親制度の

利用状況についてであります。

４点目は、道路・街路・工場・事業所・

住宅団地等緑化、緑の創出に関する施策に

ついてお示しいただきたいと思います。

２項目めは、ボランティアサポートプロ

グラムの推進についてお伺いをいたしま

す。

美幌峠につながる白樺街道は、大変好評

を博しておりますが、国道４本と交通の要

衝にあります美幌町の中心部の市街地、ま

ちなかの緑化・美化が課題となっていると

いうように思います。

そこで、北海道開発建設部が緑化費用を

負担する、ボランティアサポートプログラ

ムを推進すべきと考えますが、いかがでし

ょうか。お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。

要保護準要保護児童・生徒就学援助費の

支給については、後ほど教育委員会から答

弁をさせていただきたいと思います。

初めに、まちなか緑化の推進について。

第７期美幌町地域緑化推進計画の問題点

と課題についてでありますが、１点目の御

質問でございます、公園・緑地・街路・そ

の他公共施設・工業用地・市街地空き地の

緑化の当面の目標についてでございます

が、計画においては平成２７年度における

目標値を、公園・緑地の緑化の面積を６５

万平方メートル、街路の緑化植栽延長を３
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万３,０００メートル、その他公共施設など

の緑化の面積を４５０ヘクタールとしてい

るところですが、達成状況など、現在の数

字については、現在、策定中の緑の計画に

合わせて集計を行っているところでござい

ます。

２点目の緑の保全推進協定の締結状況

は、現在、宅地開発が行われる際、都市計

画法施行令に基づき、開発区域の３％以上

の公園・緑地、または広場が設けられてい

ることとされており、工業立地法では、敷

地面積に対する緑地面積の規定があるな

ど、法律に基づいて緑地の推進が行われて

おります。

そのため、土地の地上権者と緑化に関す

る協定の締結はございません。

３点目の公共施設環境活動里親制度の利

用状況でございますが、現在、自治会・フ

ラワーマスター・事業所・その他ボランテ

ィアの皆様が、河川・道路・その他公共施

設における清掃、花苗の植栽の美化活動に

取り組んでいただいております。

美化活動に取り組まれている皆様に、公

共施設里親制度として申し込みを受け付け

ているわけではありませんが、ごみの回収

においてボランティア袋の提供により、支

援を行っているところでございます。

４点目の道路・街路・工場・事業所・住

宅団地の緑化・緑の創出に関する施策につ

いてでありますが、緑地の確保、造成に関

する施策として、公園緑地と緑道の整備、

都市施設等の緑化に関する施策として、道

路・公園・学校などの緑化に取り組むこと

とされています。

緑化推進計画では、計画期間の中間地点

において、計画の進行状況について検討を

加え、その結果に基づき、後期５カ年の事

業計画に反映させるなど、必要な措置を講

ずるとされており、５カ年が経過して、そ

の時期に当たっております。

なお、これまでの緑化推進において、目

標達成には、いずれにおいても地域住民や

事業所の協力と理解が不可欠でございま

す。

より一層、ボランティア活動を推進して

いくために、ごみの回収におけるボランテ

ィア袋の提供など、町の支援内容を広く知

っていただくことが必要であり、ボランテ

ィア活動を後押しするためにも、支援内容

の周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、ボランティアサポートプログラム

の推進についてでありますが、ボランティ

アサポートプログラムは、国が管理してい

る道路（直轄国道）を対象として、自治

会・事業所・商店街・サークル・グループ

など、地域や企業の皆さんと市町村、道路

管理者の三者が協力して、道路の清掃・緑

化・美化活動を行って、地域にふさわしい

道づくりを進めることを目的としていま

す。

地域や企業の皆さんがボランティア活動

の取り組み内容を決めた後、道路管理者と

の間に協定を締結、文書で交わした内容に

基づいて活動が行われることとなります。

なお、市町村は協力者として、清掃活動

によって集められたごみの回収や処理、道

路管理者と地域や企業の皆さんとの窓口を

務めております。

本町においては、美幌交通安全母の会と

北見道路事務所との間で協定を締結、去る

６月１１日に国道２４３号線の清掃活動に

従事していただき、この秋には国道２４０

号線の清掃活動も予定されているところで

あります。

このボランティアサポートプログラムは

ボランティア活動を実施する地域住民の皆

様に支えられている活動であり、町内の清

掃活動や美化に結びつく取り組みであるこ

とから、町は連絡窓口を務めて、地域住民

と道路管理者との円滑な活動推進に寄与す

ることで貢献してまいりたいと考えている

ところであります。

以上、御答弁させていただきました。よ
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ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 大江議員の御質

問に答弁させていただきます。

初めに、要保護準要保護児童・生徒就学

援助費の支給についての国の通知について

であります。

要保護準要保護児童・生徒就学援助に関

する通知内容でありますが、昨年度につい

ては、平成２７年８月２７日付けで、オホ

ーツク教育局長通知として、平成２７年度

要保護児童・生徒援助費補助金の配分及び

交付申請書の提出についてが通知され、そ

の添付資料として、文部科学省初等中等教

育局長及びスポーツ・青少年局長通知、平

成２７年度要保護児童・生徒補助金の事務

処理についての写しが送付されたところで

あります。

その通知内容につきましては、要保護児

童・生徒援助費補助金の交付手続などを記

載したものであり、その中で、市町村が給

与する場合の支給時期に関する留意事項と

して、要保護者への支給は年度当初から開

始し、各費目について児童・生徒が援助を

必要とする時期に、速やかに支給できるよ

う十分配慮することと示されているところ

であります。

次に、要保護準要保護児童・生徒就学援

助費の来年度からの入学前繰り上げ支給に

ついてでありますが、入学時に必要となる

新入学児童・生徒の学用品については、必

要な時期に、必要な支給が望ましいと考え

ておりますが、就学援助費の支給につきま

しては、就学援助認定事務が、前年度の総

収入額を基準としていることから、当該年

度の町道民税などの決定が５月となるた

め、就学援助費の支給は６月となっている

ところであります。

お尋ねの、来年度からの入学前の繰り上

げ支給についてでありますが、文部科学省

初等中等教育局長通知の、要保護者への支

給は、年度当初から開始し、各費目につい

て児童・生徒が援助を必要とする時期に速

やかに支給できるよう十分配慮することと

の趣旨を踏まえ、早期支給の検討をさせて

いただきたいと考えております。

以上、答弁させていただきました。よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 順番に、再質問を

させていただきます。

一つは、就学援助費の部分でございま

す。

国の通知について御説明いただきまし

た。私も調べまして、平成２７年８月２８

日付けの文部科学省の初等中等教育局長及

びスポーツ・青少年局長の連名の通知文を

読ませていただきました。

その中では、教育長から御説明がありま

した、留意事項の中に、要保護者への支給

は年度の当初から開始し、各費目について

児童・生徒が援助を必要とする時期に速や

かに支給することができるよう、十分配慮

すること（特に新入学児童・生徒学用品費

など）ということで、独立して早期支給を

促しているという状況であります。

しかし、全国的には、ほとんど早期支給

はされておりません。私が調べてみました

ら、四つの自治体ぐらいかというように思

っております。ですから、美幌町がこの通

知に沿って、必要な時期に早期に支給する

というようになりますと、多分北海道では

第１号になる可能性を持っているなと思っ

ています。

そこで、検討するという内容ですが、調

べてみますと、中学校１年に入学するため

の入学準備金の支給、これは比較的早くさ

れておりまして、５年ほど前に板橋区で、

それから、ことし３月に申し上げたのです

けれども、ことしの３月から繰り上げ支給

ということで、新潟市が小学６年生の卒業

前の３月の段階で支給するということで、

案外、これはやりやすい話だったのだろう
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なと思っています。

ごく最近になりまして、ことしの３月か

らだと思いますが、福岡市で小学校入学前

の子供への支給ということが、初めて小学

校段階でスタートいたしました。それか

ら、来年の春、３月からやるということ

で、東京都の八王子市がスタートを切ると

いう情報を、市役所にも連絡をとりまして

確認をいたしました。漏れているところは

あるかと思いますが、大体この程度の状況

かなと思っております。

いずれも、正月明けて、１月ごろに申請

を受け付けし、３月支給ということですか

ら、年度とは違うと。しかし、いずれにし

ましても、該当する者がいれば６月に支給

する場合でも、３月に支給する場合でも、

金額は変わらないということなので、予算

上の処置という点では、工夫すればでき

る。あるいは収入認定の判定の時期をどう

するということで、新１年生、新小学校１

年生・新中学校１年生向けに、受け付ける

時期を早めるという手続が、制度上の改正

は必要になりますが、やればできる。そし

て、先進的な事例もあるということで、困

難な課題はないのだろうと思います。

これらの動きを踏まえて、美幌町とし

て、中学校入学準備金・小学校入学準備金

いずれも、クリアさせていただくというこ

とは、教育長の決断で可能ではないかと思

うのですが、いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 支給時期につい

ては、国の通知をそのとおり読めば、年度

の当初から開始ということで、早期支給に

ついては４月支給になるのかと思っていま

す。

ただ、本当に誰が対象かということを考

えて、支給を受ける児童・生徒を考えれ

ば、やはり４月に出せるのであれば、では

３月というのが普通なのかなというように

は思っております。そのことも踏まえて、

次年度から、仮に３月で支給をするとする

と、具体的にどういう問題があるのか、今

具体的にお話をいただいてから検討をして

いるところであります。

前回の３月定例会では、他の状況を調

査・検討するという答弁をしていますの

で、今回、町長ともいろいろとお話をさせ

ていただいて、本当に支給を受ける子供た

ちにとって、有利な形で進められるよう

な、今、検討を進めている状況でございま

す。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 実は、入学準備金

は、生活保護受給者に対しては３月１日に

支給される。同じ性格を持った中身で、そ

れだけに、全国各地でどうすべきなのか

と、２月３月が必要な時期なのだけれど

も、会計年度の壁があるということで、相

当苦慮された経過もあります。

３月の予算議会の質疑の中でも、若干、

その壁を感じたのですが、工夫によって壁

は壁でなくなるという要素を持っています

ので、ぜひ来年、新年度開始前に、必要な

時期に支給されるということで、大いに工

夫していただければと期待をいたします。

次に進みます。まちなか緑化の推進につ

いてであります。

私は、第７期美幌町地域緑化推進計画を

改めて見させていただきましたが、平成２

２年から平成３１年までの１０年間の計画

でありまして、この中間点の平成２７年は

経過をいたしました。

それで、当面の目標の中間点で、どこま

での到達状況かということをお聞きしたい

ということで質問したのですが、現在集計

中ということで、到達状況はわからないと

いう状況です。

それで、最初にお聞きしたいのですが、

中間点の５年経過した段階で、目標値が定

められておりまして、公園・緑地等の緑化

は現状が６０万９,７５５平米に対して、６

５万平米ということで、目標値が定められ
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ておりまして、どこまでいっているのかな

ということを期待していたわけです。

そこで、お聞きしたいのですが、目標値

の平成２７年というのは、緑化の目標なの

で、真冬には、手の打ちようがないです。

木を植えるにしても、花を植えるにして

も、冬に緑化はできないので、到達とすれ

ば、大体１月から１２月の、会計年度では

なくて、暦年で捉える必要があるのではな

いかという思いもしているのです。そうす

ると、平成２７年１２月ころには、到達状

況をつかんで、春早くの段階で、残りの５

年間の目標を立てていいのではないかと思

っているのです。

会計年度は４月から３月ですが、米の年

度というのがあります。米穀年度は１１月

１日から１０月３１日ということで、それ

ぞれの区切りがあります。私は緑化年度が

あってもいいのではないかと思います。現

在６年目に入って、ようやく到達状況をつ

かむというのは、少しなじまないのではな

いかという思いを持って、最初に、現在集

計中だということについては、いかがなも

のかという思いがしているのですが、いか

がでしょうか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 緑化推進計画

につきましては、平成２３年度から平成３

２年度までの１０年間ということでござい

ますが、大江議員がおっしゃるとおり、目

標値につきましては、平成２３年度から平

成２７年度の５カ年を前期として、後期に

つきましては、本来であれば平成２７年度

中ですから、平成２８年の２月３月、前回

の例でいきますと、後期が始まる前に目標

値を新たに設定して、後期の数値を出すと

いう形で行っております。

今回につきましては、御答弁を１回申し

上げておりますけれども、本年、緑の基本

計画を策定するということと、前回の計画

に基づきました第５期美幌町総合計画、美

幌町都市計画マスタープラン、中心市街地

活性化基本法という部分をもとに、道の緑

化推進計画策定マニュアルに基づきまして

つくっておりますが、今回、都市計画区域

内の計画を策定する緑の基本計画に合わせ

て、改めて後期の計画を策定したほうがよ

り実効性のあるものになるということで、

大変申しわけないのですが、本来であれば

できているものを、後期の計画がおくれて

いるという状況でありますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 経過はわかりまし

たが、一つは、年度の捉え方というのは、

実態に応じて適切な区切り、緑化年度とい

う形で捉え直しをしっかり進めた上で、１

０年間の計画の中間点で見直しを図るとい

うことを、ぜひやっていただきたいという

ように思います。

なお、中間集約の途中だということです

が、特徴的なことを申し上げますと、公

園・緑地等の緑化という点では、目標は６

０万９,０００平米に対して６５万平米です

から、４万平米、ヘクタールで言えば４ヘ

クタールほど緑地をふやすということなの

で、そんなにそんなに、大きな話ではない

というように思っています。

しかし、３点目の、その他公共施設、工

業用地、市街地空き地等の緑化は、現状、

平成２２年が６４.２ヘクタールに対して、

平成２７年の目標は４５０ヘクタールとい

うことで、現状の７倍にふやさなければな

らないということなので、これは相当努力

を必要としているテーマなのだろうと思う

のですが、数字的に幾らとは申し上げませ

んけれども、ここは十分可能性はあるので

しょうか。その辺、現状でつかんでいる感

触でも結構ですが、お示しいただきたいと

思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 御指摘のその

他公共施設・工業用地・市街地空き地の緑
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化の目標数値でございますけれども、公共

施設等の緑化につきましても、なかなか進

んでいない、緑化目標推進計画の中では、

学校等のグラウンドの芝生化だとか、いろ

いろな部分をうたっておりますし、工事・

事業所の緑化につきましても、企業誘致等

によって進められるというような形、住宅

団地の緑化につきましても、宅地開発行為

等というような中身を踏まえた中で目標値

を設定しておりますが、前期５年間の中で

は、そのような企業立地、開発行為の事業

も行われていないということで、非常に厳

しい状況にあるという認識でおります。

この分につきましては、やはり進捗状況

を見まして、今後の計画見直しの中で、現

実可能な数値等に目標値を変えていくとい

うことも必要なのかと考えております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） その他公共施設と

いう点で言えば、町が所有者ですから、幾

らというのは、案外簡単に把握できる話だ

というように思いますが、この点で現状は

大きく変わっているのでしょうか。

あわせて、市街地空き地等の緑化となり

ますと、これは所有者の意向が働きますの

で、計画では載せられますが、同意を得る

というのは、なかなか難しい側面があると

いうように思います。

例えば、緑化木を植えるとしましても、

植えた後の管理をどうするということで、

選定など誰がやるのと。それから、大木に

なったら、倒すときに、隣近所に被害が及

ばないように、クレーン車などを使ってや

らなければならないということで、目標は

立てやすいのですけれども、実行するとな

ると、その手段がなかなか難しいというよ

うに思っているところです。

それで、現実には担当者が毎年毎年空き

地を見つけて、手を打っているのだろうと

思うのですが、その辺の進捗状況は、民間

の所有者との間の協議が十分伝わっている

ことなのでしょうか。どうですか。やって

みてどういう状況にありますか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） お話のとお

り、町が所有する各種公共施設の緑地につ

きましては、比較的に緑化がしやすいと考

えておりますが、今言いましたように、民

地となりますと、その維持管理を含めまし

て、植栽だけでは年を追うごとに難しくな

ってくる部分もあるかと思います。

そういう部分の情報公開につきまして

は、民間の部分については、情報提供も含

めてされていないという形でありますし、

庁舎内につきましても、緑化推進会議とい

うことで、条例の施行規則の中で、必要に

応じて緑化に関係する職員で緑化推進会議

を設けるということになっておりますが、

近年の開催実績のない状況の中で、緑化に

関係する情報交換がちょっとできていなか

ったという部分もありますので、この部分

につきましても、先ほどお話したように、

今後、緑化推進会議においても、いろいろ

な公共施設、民間との情報交換等をしなが

ら、後期の計画策定に向けて進めていきた

いというように考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 住みやすさ、町の

住みやすさにかかわって、今、田舎が結構

見直されてきています。緑に囲まれている

癒しの空間が十分あるということで、大都

市部と違った魅力を田舎がどんどん発信す

るという時代になってきているので、緑化

推進というのは、まちおこしにとっても大

変大事だと思っております。

しかし、現実には、大胆に町が緑化して

いる、あるいは勢いを増しているとは思え

ないのです。

それで、１０年間の計画の中間点という

こともあって、大いに町民的な議論が必要

なのだろうということで質問をしているの
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ですが、一つは、今、地域緑化の当面の目

標、５年間の到達目標の取りまとめなどが

されているようですが、いつまでに数値が

明らかにされるのでしょうか。取りまとめ

結果の報告は、いつごろできそうかという

ことをお伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ただい

ま、緑の基本計画を策定中ということで御

答弁させていただいております。

それで、この計画は、今年度に取りまと

めるということで、年内に数値的にまとめ

ながら、それを皆さんに御報告して、また

この計画を皆さんに御協議いただくことに

なりますので、年内に数値をまとめていく

予定でおりますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） では、年内という

ことで、できるだけ早く到達状況はお示し

いただければと思います。

実は、美幌町緑の保全及び緑化の推進に

関する条例と施行規則がありまして、施行

規則の８条、９条、１１条などを見ます

と、いずれも町が工場・事業所の敷地への

緑地推進の要請や助言、勧告ができること

になっておりまして、９条では、公共施設

等の緑化ということで、これは町の課題と

なっております。

１１条は、空閑地、いわゆる民間の空き

地の緑化、これは、空き地所有者への緑化

推進の要請などを行うというようにされて

いますが、これは実際に要請し、あるいは

町として具体的な行動をとった実績という

のは、どんな状況なのですか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 先ほどの

緑の基本計画の説明の中で、少し修正をさ

せていただきたいのですが、緑の基本計画

は、主に都市計画区域内の公園・街路を中

心に行います。

それで、今論議されております、その他

の緑地になりますが、これについては、ど

こまでそこに盛り込まれるかというのが、

今はまだ検討中なところでありまして、緑

の基本計画の中で、この緑化計画の全ての

数値が明らかになるかというと、そこまで

ならないかもしれませんので、その辺も含

めて、またその辺を報告させていただきた

いと思っております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 条件を設定して、

公表していただければと思います。

今回の視点は、まちなか緑化をどうする

ということで対象を絞っていますので、全

域がどうかというのは、とりあえず置いて

おきたいと思います。

私が前段に申し上げましたのは、町長の

責務ということで、町民に対して緑化の協

力を得るように努めなければならないとな

っているのですが、実際に、どういう努力

をした足跡が見えるのかということで、先

ほど申し上げましたが、規則でうたわれて

いる工場や事業所などの敷地内緑化につい

て、どれぐらい要請しているのだろう。あ

るいは、空き地の緑化について、所有者に

対して、要請した状況は実績としてどれく

らいあるのということを知りたいと思って

伺っているのですが、何か数字的にはあり

ますか。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 施行規則であ

ります、８条、工場敷地等の緑化につきま

しては、工場立地法に基づき新たに進出し

てくる企業につきましては、面積要件にお

きまして、緑地の指導と言いますか、協議

をしておりますが、それ以外の既存の企業

の空き地、民地等の空き地等について、条

例施行規則に基づく、依頼等をした実績は

ないというように認識しております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。
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○２番（大江道男君） この５年間、工場

の新設、事業所などの新設が、ほとんどな

いとすれば、この規則第８条の関係で、新

たな立地がないので、それはわかりまし

た。ただ、１１条でいう、空閑地の緑化問

題では、空閑地所有者に対して要請をする

ということになりますので、空閑地は逆に

ふえていますので、それはどうだろうと。

あるいは、例えば十分指導が行き渡らない

とか、要請し切らないとすれば、どこに課

題があるのだということを、町民的には大

いに明らかにした上で、まちなか緑化をど

うするという議論の対象になりますので、

そこにかかわって、苦労しているならして

いるで結構ですが、状況についてお示しい

ただければありがたいと思います。

○議長（大原 昇君） 民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 先ほどお話し

たとおり、空閑地における土地所有者に関

して、必要であるかどうかと認めた場合

は、要請をするという部分につきまして

は、実施していないというか、そういう要

請を行っていない状況でありますが、これ

を行うに当たりまして、実際土地所有者の

了解が得られるにしても、費用負担につい

て、全て土地所有者が負担しなくてはいけ

ないのか、緑化した後の維持管理等の理解

を得る必要もあると思います。

この施行規則に基づく要請をするに当た

りましても、いろいろな課題があるかと思

いますので、そういう部分も含めまして、

検討をしていく必要があるのかというよう

に思っております。

先ほどお話しました、緑の基本計画は年

度内にできますので、そういうのを踏まえ

まして、この推進計画の進捗状況と今後の

計画につきましても、緑化推進会議等を開

催していろいろな課題等を踏まえて、後期

の計画づくりを進めていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 緑化推進に関する

条例の施行規則では、町長という言葉が随

分使われておりますので、私のほうから少

し反省も込めて御答弁をさせていただきた

いと思います。今、担当部長から答弁あり

ましたように、空き地等についてはなかな

か難しいというようなことで、実際は、協

力依頼も行っていないというのが現状だと

思います。

私も、この緑化推進計画を改めて見てみ

ました。それで、なぜ進まないのかという

思いで、見させていただきましたけれど

も、多分、美幌町の行政面積の６２％が森

林というようなことで、周りは緑に囲まれ

ているという意識もあって、視覚的にも緑

が豊富だということで、美幌町はまだまだ

緑豊かなのだという思いだと思いますけれ

ども、それとはまた別に、やはり公園であ

るとか、街路であるとか、緑地であると

か、そういうところはどうなのかという

と、目標に対してなかなか進んでいないと

いうのが現状だと思います。

今後においては、先ほど建設水道部で

今、新たな計画をつくろうというようなこ

とがことしスタートしましたので、その中

でしっかりと現状認識をしながら、どうす

べきかということをしっかりと改めて問い

直していきたいと、そのような思いでおり

ますので、反省を込めての答弁ということ

で受けとめていただきたいと、そのように

思っております。

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。

○２番（大江道男君） 冬の除雪にかかわ

って、近くの空き地に雪を積めれば、助か

るという話は各地で出ています。そうする

と、空いている場所を夏の間は緑地という

要素で、町の美化という点で、雑草ではな

くて、美観をきちんと確保できるような、

地域全体の取り組みにすると。そのかわ

り、冬は雪捨て場として使わせてちょうだ

いというような形で、相互にプラスプラス

の関係ができれば、町全体にとっても決し
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てマイナスにはならないというように、実

は思います。

そういう意味で、従来の空き地を緑化す

るということでの取り組みが、多分十分に

はできていないのだなというのは、御説明

の中で酌み取れますので、反省とあわせ

て、そういう冬と夏の関係で、所有者に対

して町に協力してと、雑草は何とかしまし

ょうと。美観を確保するための地域として

の取り組みをやりますよと。同時に、しか

し冬は町に協力してと。そのような形の、

言ってみればウィンウィンの関係に変えて

いく必要があるのではないかと思うのです

が、その点を含めて、ぜひ、御検討いただ

きたいと思います。

まちなかの緑化で、見込みがあるとすれ

ば、空き地に着目した展開だろうと思いま

すので、所有者の御協力を得るような手立

てを、ぜひお考えいただきたいと思いま

す。

最後のテーマに移りたいと思います。

実は、国が直轄で管理している国道沿い

の環境の美化について、釧路方面に私も何

回か行くたびに思うのですが、阿寒町の国

道の両サイド、それから津別町の国道の両

サイドは、結構花が植えられているのです

が、この花の苗は町ではないのです。国が

現物負担しているということで、やれるの

だなと、実はずっと思ってきたのです。

網走開発建設部に確認をいたしました

が、全道の一覧がインターネットで見られ

る状況で、結構使われています。

しかし、美幌は交通安全母の会が清掃と

いうことで、美富や高野の路線をやってい

るという情報は得ているのですが、花を植

えて美化するという点ではされていなく

て、多分、全額町が花苗の経費負担をして

いる町になっています。開発は協力してい

ただければ、花の苗の提供は国費でいたし

ますということなので、町の予算を減らす

ことにもつながるということで、実は目を

向けているのです。町長はよく美幌町は交

通の要衝にあると、国道４本もあるのだと

いうことですけれども、その国道沿いの美

化が、一方は現物供給するよと言っている

のですが、地元で手を上げないという状況

はあります。

そこで、ボランティアサポートプログラ

ムというようですが、これは、町と国と、

あともう１団体、民間の団体が加わればや

れるということなので、ぜひ、御検討をお

願いしたいと思います。

特に、美幌町内の国道沿いは花が少ない

です。町道はある程度花が植えられている

のですが、国道に至っては、ほとんどます

もないというような状況も含めてあります

ので、これは半年かけて大いに努力される

必要があるのではないかと思います。

調べてみますと、石油スタンドと町と国

とで協定を締結して、スタンドの前の５０

メートルなのか１００メートルぐらいなの

か、そういった場所に花を植えたりしてい

るのです。あるいは、農協が入って、町と

国との三者で協定をつくって、農協の店舗

の前を花で飾っていると。あるいは、漁協

が１枚かむというようなことで、決してボ

ランティア団体だけではなくて、いろいろ

な事業所などがかかわってきます。

そして、メリットがあるなと思うのは、

そういうように国道の美化に協力してくれ

るということで、看板を国がつくって立て

るというのです。やりがいもあるというよ

うなことなので、直ちにということではも

ちろんありません。ぜひ、来年の一定の時

期までに、方向性を出す必要があるのだと

思うのですが、そういう点で、ぜひ御検討

いただきたいと思います。

時間もないので、もう一つ。

実は、町内会の高齢化に伴って、道路沿

いの緑化、あるいは花の植栽ができなく

て、町に花苗は要りませんというところが

少しずつふえてきています。理由は、高齢

化によって管理ができませんということで

す。
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これから増えていくのだろうというよう

に思うのですが、駅前のメインストリート

の両サイドは、花も植えられて、それか

ら、ある区間は、先日草刈りが行われて、

町の一定の費用負担も起きているというよ

うなことで、こういう地続きの町内会だけ

に頼っていたのでは、ぽつん、ぽつんとベ

ルトが切れてしまうというような状況が発

生してまいります。

そこで、条例の第８条では、緑化協力団

体に対する助言に加えて、財政援助もする

ということで、町としての姿勢が示されて

います。雑草の草取りをするぐらいであれ

ば、町の予算で草刈りをするのであれば、

逆に一定の協力できるボランティア団体を

募るなども含めて、財政援助も一定程度し

た上で、必要な緑化・美化を図るというこ

とが、いよいよ求められているのではない

かと思いますが、いかがでしょう。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私も非常に気にな

っている点は、都市計画街路に植樹ますが

あるのですけれども、木も枯れたまま、あ

るいはその下が草ぼうぼうというような状

態で非常に気にかかっておりました。ま

た、植樹ますなのに、花が植わっていると

いうものも中にはあるのですけれども、い

ずれにしましても、木の取り組みの先端を

行っている我が町が、植樹ますを見ると、

木もだめだ、花もだめだということのない

ように、反省を込めて、今後取り組みをど

うするかについては、強めるというような

基調を持ちながら、対応していきたいと思

っております。

一方で、ロマンチック街道が、今の時

期、観光客に見てもらいたい最高の場所の

一つになっていると思います。

ロマンチック街道もことし予算を認めて

いただいて、既に枝払いとか終わりました

けれども、ますますよくなるだろうという

ことで、あと４年かけて何とか全線の枝払

いを含めて、その中で地域の理解を得なが

ら、しっかりとより良い形にしていきたい

と思っております。

これがやはり、点から線、線から面へと

いうような観光ロードになれば一番いいの

ですけれども、観光の役に立てば一番いい

のではないかと思っておりますので、そう

いった視点からも、もう少しむちを入れな

がら頑張っていきたいと、そのように思っ

ております。

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。

以上で一般質問を終わります。

暫時休憩します。

再開は１４時３０分といたします。

午後 ２時１９分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ２時３０分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 承認第４号

○議長（大原 昇君） 日程第３ 承認第

４号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案２ページ

になります。

承認第４号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求める。

次のページ、３ページに専決処分書があ

ります。

平成２８年度町税課税のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、次のとおり専決処分をする。

専決日につきましては、平成２８年３月

３１日でございます。

４ページをお開きいただきたいと思いま

す。
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美幌町税条例等の一部を改正する条例で

ございますが、改正内容につきましては、

参考資料で御説明を申し上げますので、参

考資料の１ページをお開きいただきたいと

思います。

制定目的でございますけれども、地方税

法の一部改正に伴い、所要の税条例の改正

を行うものでございます。

改正内容につきましては、国民健康保険

税に係る改正でございまして、まず１点目

につきましては、課税限度額の引き上げで

す。４万円の引き上げを行うこととして、

そのうち、基礎課税額に係る限度額を現行

の５２万円から５４万円に、後期高齢者支

援金等課税額に係る限度額を現行の１７万

円から１９万円にそれぞれ改正を行おうと

するものでございます。

また、２点目につきましては、５割・２

割軽減の対象となる所得の基準について、

軽減判定所得の算定における被保険者の数

に乗ずべき金額を、５割軽減世帯について

は現行の２６万円から２６万５,０００円

に、２割軽減の対象世帯においては現行の

４７万円から４８万円にそれぞれ改正を行

おうとするものでございます。

なお、２ページから１１ページに新旧対

照表を添付しております。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第４号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第４ 承認第５号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 承認第

５号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案７ページ

になります。

承認第５号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

８ページをお開きいただきたいと思いま

す。

専決処分書。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第１３号）について、繰越明許費に伴う

会計処理などのため急を要するので、地方

自治法第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をする。

専決日につきましては、平成２８年３月

３１日でございます。

次９ページになります。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第１３号）。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第１３号）は、次に定めるところによ

る。

今回の補正につきましては、主に年度末

における事務事業確定に伴います執行残整

理及び繰越明許費の会計処理を行おうとす

るものでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３億２,５１５万８,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ１１２億４,５７６

万９,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げます。
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繰越明許費。

第２条、地方自治法第２１３条第１項の

規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、第２表、繰越明許費

により御説明を申し上げます。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明を申し上げます。

それでは１４ページをお開きいただきた

いと思います。

第２表、繰越明許費でございます。

記載の五つの事業につきましては、いず

れも本年３月議会におきまして、補正及び

追加補正をさせていただいた事業でござい

ます。

地方公共団体情報セキュリティ強化対策

事業につきましては、事業実施に当たり、

庁内システムの分離方法等について、業者

との調整及び事業費の算定に時間を要した

こと。

また、次の、年金生活者等支援臨時福祉

給付金給付事業につきましては、年度内に

電算システム改修が完了しないこと。

次の、強い農業づくり事業につきまして

は、関係機関等との調整及び施設整備に時

間を要すること。

道営土地改良事業につきましては、工法

の検討及び地元調整に時間を要したこと。

一番最後の、森林認証材ブランド化推進

事業につきましては、地方創生加速化交付

金事業により実施をするものでございまし

て、事業完了までに時間を要することか

ら、それぞれ五つの事業について平成２７

年度予算を翌年度に繰越執行を図るもので

ございます。

次に、地方債補正について御説明を申し

上げます。

１５ページになります。

地方債補正でございますけれども、医療

従事者就業支援等補助事業、それから木質

ペレットストーブ促進事業及び少人数学級

推進事業につきましては、過疎債ソフトで

あり、それぞれ事業費が確定したことに伴

い、整理を図るものでございます。

町民会館改築事業及びスクールバス購入

事業につきましては、過疎債ハードで、こ

れも事業費確定により整理を行うものでご

ざいます。

下から二つ目の農業用施設災害復旧事業

及びその下の公共土木施設災害復旧事業に

つきましても、事業費確定による整理を図

るものでございます。

次に、歳出について御説明申し上げます

ので、３４ページをお願いいたします。

３、歳出について御説明を申し上げま

す。

中ほどの５目、企画費の中の政策推進事

業費の減、事務事業協力報償で１,０００万

４,０００円の減額、その下の積立金８３６

万３,０００円の積立金の減につきまして

は、ふるさと寄附金の総額を１億円と見込

んでおりましたけれども、実績として３,２

１１件、８,１６３万３,０００円となった

ことによります減額の補正でございます。

なお、今回の補正に係る各種基金残高に

つきましては、参考資料の１２ページにな

りますけれども、年度末の残高を添付して

おりますので、参考いただきたいと思いま

す。

次に、３７ページをお願いいたします。

９目の財政調整等基金費でございます。

まず、負担金の１億円につきましては、

今回の補正に係る余剰金の一部を北海道備

荒資金組合に超過納付金として納付をする

ものでございます。今回の１億円の納付

で、残高としては３億２,２８９万１,２５

２円となります。

その下の積立金、３億８,５３２万円でご

ざいますけれども、今回の補正に係る余剰

金の一部をまず財政調整基金に１億４７５

万８,０００円、公共施設整備基金に２億

８,０００万円、これに２月２２日、匿名の

方から実母が生前、町にお世話になったと

５０万円の寄附金をいただきました。
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また、１月２９日に匿名の方から、図書

館の蔵書充実のためにと１万円を、３月１

２日に報徳在住の大屋様から図書館の蔵書

充実のために１万円、また図書館に対して

雑誌スポンサー制度広告料として３件、４

万２,０００円の寄附金があったものを全て

積み立てを行おうとするものでございま

す。

その他は執行残の整理でございます。

次に、３９ページをお願いいたします。

３款、民生費の社会福祉総務費、積立金

の３,０００万円でございますけれども、今

回の補正に係る余剰金の一部を福祉基金に

積み立てるものでございます。

次に、４１ページをお願いいたします。

４１ページから４７ページまでは実績に

よる整理でございます。

次に、少し飛びまして、４９ページをお

願いいたします。

林業総務費の積立金８７万円でございま

すが、これは４町で実施しておりますカー

ボンオフセット事業交付金の増で、未来へ

の森林づくり基金へ積み立てを行おうとす

るものでございます。

以下は、実績による整理でございます。

次に、５１ページをお願いいたします。

このページにつきましては、年度末の整

理を行うものでございます。

次に５３ページ、このページについて

も、実績等に基づく整理を行うものでござ

います。

次に５５ページ、２目の社会教育振興費

でございます。

この積立金５０５万６,０００円でござい

ますけれども、今回の補正の余剰金５００

万円と、１０月２３日に北海道コカコーラ

ボトリング株式会社様から３万９,１９９

円、１２月２５日にサントリービバレッジ

サービス株式会社北見支店様からの１万６,

９４６円の寄附を芸術文化振興基金に積み

立てを行うものでございます。

次に、５７ページをお願いいたします。

５７ページ、次の５９ページにつきまし

ては、それぞれ執行残の整理を行おうとす

るものでございます。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、２０ページにお戻りいただきたい

と思います。

歳入について御説明を申し上げます。

款別に御説明をさせていただきたいと思

いますが、１款、町税につきましては、そ

れぞれの税目におきます追加の補正でござ

います。

また、２款の地方譲与税につきまして

は、地方揮発油譲与税から、２３ページの

国有提供施設等所在市町村助成交付金まで

は、交付額の確定によります増減でござい

ます。

次に、２３ページをお願いしたいと思い

ます。

１０款、地方交付税でございます。

２億８,８４０万６,０００円の増額補正

でございますけれども、この補正は普通交

付税が３８億５,６９０万７,０００円、そ

して特別交付税が４億１６３万６,０００

円、合計で４２億５,８５４万３,０００円

で、交付額が確定されたことに伴います増

額補正でございます。

次に、２５ページをお願いいたします。

１３款の使用料及び手数料につきまして

は、利用実績に基づく増減でございます。

その次の１４款、国庫支出金につきまし

ては、補助金の額の確定及び交付金の再算

定によります増減でございます。

次に２７ページ、１５款、道支出金につ

きましても、補助金額の確定、事業量及び

事業費確定に伴います整理をするものでご

ざいます。

次に、２９ページをお願いしたいと思い

ます。

１６款、財産収入の中ごろでございます

けれども、利子及び配当金１００万円の増

でございます。これは森林組合、町が出資

をしております２,５００万円に対し、４％
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の配当がされたことに伴います補正でござ

います。

それから、１７款の寄附金の中の一般寄

附金、５０万円の増でございますけれど

も、匿名の方から、母が生前、美幌町にお

世話になったということで、受けた寄附で

ございます。

それから、その下のふるさと寄附金の減

につきましては、１億円の見込みが実績８,

１６３万３,０００円となったことに伴いま

す減額の補正でございます。

それから、教育費寄附金、社会教育費寄

附金の増、１,０００円につきましては、北

海道コカコーラボトリング株式会社様、ま

た、サントリービバレッジサービス株式会

社様から受けた寄附金の精算をした部分の

１,０００円の増額でございます。

それから、図書費寄附金の増につきまし

ては、１月２９日に匿名の方から１万円、

それから、３月１２日に報徳の大屋様から

１万円の計２万円でございます。

下の１８款、繰入金、公共施設整備基金

繰入金の減、４,１１６万９,０００円の減

額でございますけれども、今回の補正に係

る財源調整による戻しを行うものでござい

ます。

次に、３１ページをお願いいたします。

一番上の福祉基金繰入金の減から芸術文

化振興基金繰入金の減までにつきまして

は、事業費が確定したことによります整理

を行うものでございます。

２０款の諸収入の中の雑入でございま

す。

雑入の上から１０個目でございますけれ

ども、施設研修費用代の増につきまして

は、エコハウス利用者の増によります増額

の補正でございます。

一つ飛びまして、震災復旧事業職員派遣

負担金の減につきましては、岩手県大槌町

への派遣職員に係る人件費、時間外手当で

ございますけれども、これの減に伴います

減額の補正でございます。

それから、一番下の森林組合事業割配当

金につきましては、森林組合委託事業に係

ります事業費の１０％の配当を受けたこと

によります補正でございます。

次に３３ページ、町債でございますけれ

ども、第３表、地方債補正で説明をさせて

いただいたところでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） ３点お聞きしたい

と思います。

まず、２５ページです。

１４款１項１目１節の保険基盤安定事業

費負担金で１,４５２万８,０００円、それ

から２７ページ、１５款１項１目１節の保

険基盤安定事業費負担金１,４８２万２,０

００円とありますけれども、この保険基盤

安定事業費の負担金について、内容を教え

ていただきたいと思います。

２点目、歳出の部分になります。

４１ページ、３款１項５目２０節、障害

者自立支援事業費ということで、トータル

１,２８３万５,０００円が減額となってお

りますけれども、障害者の自己負担が増加

したわけではないと思うのですが、要する

に障害者の数が減ったのか、あるいは何

か、理由が特にわからないのですけれど

も、この減少した理由についてお伺いした

いと思います。

最後３点目、４３ページです。

３款２項１目７節、子育て支援センター

運営事業費の臨時職員賃金が１５１万５,０

００円減少しておりますけれども、減少し

たことによって、運営機能が低下したと

か、要するに子育て支援のほうで負担が減

ったのかどうか、その辺の理由をちょっと

説明していただければと思います。

以上、３点について御質問いたします。

○議長（大原 昇君） 民生部長。
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○民生部長（高崎利明君） まず先に、４

３ページの子育てのほうからでよろしいで

しょうか。（「はい」と呼ぶ者あり）

子育て支援センター運営事業費の減、臨

時職員賃金につきましては、８月に臨時職

員が退職したことに伴いまして、新たに採

用した職員が１０月ということで、１カ月

間と手当の減、あと代替保育士の実績の減

に伴う減でありまして、実際、運営上の支

障はない形をとらせていただいております

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。

○環境生活主幹（佐々木斉君） ２５ペー

ジの保険料軽減費負担金の減について御説

明させていただきます。

こちらは、国民健康保険税で所得が一定

の基準以下の方につきましては、保険料を

軽減して納付をしていただくことになるの

ですが、その軽減された分を国費、道費、

それから町費から補填されるということ

で、一般会計を含めて国民健康保険会計に

御負担していただく負担金の確定に伴うも

のでございます。

○議長（大原 昇君） 戸澤さん、本当は

１項目ずつやるようになっていましたの

で、最初の４３ページの子育て支援のこと

に関して、何かお聞きしたいことがあれば

再度。よろしいですか。

○６番（戸澤義典君） よろしいです。

○議長（大原 昇君） では、次に、今の

ことについて続けます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） ４１ページの

障害者自立支援事業費の減の内容でござい

ますけれども、利用者の実績に基づく減で

ありまして、利用者の負担だとか、そうい

うことではなくて、それぞれでいきます

と、手数料につきましては、成年後見制度

の利用助成手数料でありましたが、実際に

申込者がなかった。

業務等委託料につきましては、それぞ

れ、障害程度区分認定調査委託料、地域生

活支援事業業務委託料につきましても、実

績に基づく実際の調査業務等の実績がなか

ったことによる減という形になっておりま

す。

扶助費につきましても、補装具等購入費

助成、日常生活用具給付費について、実際

の申請が少なくなったことに伴う扶助費の

減という形でありますので、全て実績に基

づく減額という形でございますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 特に、介護給付と

か訓練等給付、これは一応６９９万９,００

０円ということで、これは障害者の数が急

に減るということはないと思うのですが、

この金額が減ったことによって、例年より

障がい者の方が迷惑しているとか負担にな

っているということはないということでい

いでしょうか。

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。障害者の数が減ったということはご

ざいません。利用回数が減ったとか、そう

いうことによる実績の減でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ２９ページで、実

は私、ふるさと寄附金の関係で１億円の補

正が出てきたときに、１億台かということ

で、かなり期待をしていたのです。

それまでの寄付金の状況が非常に上向き

だったからだと思うのですけれども、それ

から見ると、減額幅から非常に少なかった

と。単純な期待値より寄附金が少なかった

ということなのでしょうけれども、計上に

当たって、当時１億円を計上したときは、

その前までの寄付金の状況を推計した中で

の判断だったと思うのですけれども、過大

計上になったというように指摘せざるを得

ないというような感じはするのですけれど
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も、その辺何かありましたらお願いしま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １２月に１億

円という見込みの中で補正をさせていただ

いておりますけれども、実は１１月までが

順調に伸びてきたという状況がございまし

た。１２月までは、ある程度の水準を保っ

ていたのですが、残念ながら、年明けて１

月２月３月と、特に１月では１５８万５,０

００円、２月では１１６万５,０００円、３

月で３３６万２,０００円ということで、思

ったより、年明けてからの寄附金が、見込

んだよりも減額になっているということ

で、トータルとして１,８００万円を超える

減額となった状況でございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君） ２５ページのリ

リー山スキー場リフト使用料の増というと

ころで、１６０万円の増ということですけ

れども、何か内訳など、増の要因みたいな

ものがあれば説明をお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） リリー山スキ

ー場のリフト使用料の増ということでござ

いますが、昨年、スキー場のオープンにつ

きましては、若干雪が少ないという経過も

ございましたけれども、何とか降雪機等を

使いながらオープンすることができまし

た。近郊のスキー場が、雪が少ないという

ことでオープンができないということか

ら、近隣を含めて、去年の利用実績でいき

ますと、リフトの総利用数が平成２６年よ

り２万６,２５０人多い、２２万３,７３３

人ということで、約１割ぐらい利用者が多

かったということでございますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第５号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 承認第６号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 承認第

６号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の６０ペ

ージをお開き願いたいと思います。

承認第６号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものであります。

次の６１ページをごらんください。

専決処分書。

平成２７年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）について、療養給付

費負担金の確定に伴う会計処理などのため

急を要するので、地方自治法第１７９条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分

する。

平成２８年３月３１日。

美幌町長土谷耕治。

６３ページでございます。

平成２７年度美幌町国民健康保険特別会

計補正予算（第５号）。

平成２７年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。
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第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ８,３８０万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３１億２,７０３万７,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

今回、専決処分いたしました補正予算に

つきましては、療養給付費負担金の確定に

伴い、国庫支出金、療養給付費等の実績を

見込み、減額補正を行ったものでございま

す。

歳出から御説明いたしますので、７４ペ

ージ、７５ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費の一般管理費につきまして

は、一般財源と特定財源の財源調整でござ

います。

その下、２款、保険給付費につきまして

は、次の７６ページ、７７ページの高額合

算療養費まで、療養給付費の支給見込み額

の減収による減額でございます。

４項、出産育児一時金支給事業費につき

ましては、当初４０件の出産を見込んでお

りましたが、２３件の実績のため６７３万

６,０００円を減額するものでございます。

８款、保健事業費、健康づくり推進事業

費につきましては、がん検診等の国保被保

険者分の負担金で、実績により２２６万９,

０００円を減額するものです。

１０款、諸支出金、一般被保険者保険税

還付金につきましては、還付金の減少によ

る減額でございます。

次に、歳入につきまして御説明いたしま

す。

７０ページです。

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第６号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 承認第７号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 承認第

７号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の８０ペ

ージをお開き願います。

承認第７号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

８１ページをごらんいただきたいと思い

ます。

専決処分書。

平成２７年度美幌町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）について、国庫支

出金の確定に伴う会計処理などのため急を

要するので、地方自治法第１７９条第１項

の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。

平成２８年３月３１日。

美幌町長土谷耕治。

８３ページをお開き願います。

平成２７年度美幌町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）。

平成２７年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳
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出それぞれ２５万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億７,８９３

万８,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

今回の補正予算は、国庫支出金の確定に

伴い、事務事業の実績を見込み、減額補正

を行ったものでございます。

歳出から御説明いたしますので、９２ペ

ージ、９３ページをお開き願いたいと思い

ます。

３、歳出。

１款、総務費、後期高齢者医療事務費に

つきましては、実績に基づく職員の時間外

手当及び消耗品費の減額でございます。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

９０ページ。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第７号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 承認第８号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 承認第

８号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の９４ペ

ージをお開き願います。

承認第８号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものであります。

次の９５ページをお開き願います。

専決処分書。

平成２７年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第６号）について、介護サービス

給付費の確定に伴う会計処理などのため急

を要するので、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。

平成２８年３月３１日。

美幌町長土谷耕治。

９７ページでございます。

平成２７年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第６号）。

平成２７年度美幌町の介護保険特別会計

補正予算（第６号）は、次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,３９０万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億５,

７１５万１,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

今回の補正予算につきましては、介護サ

ービス給付費及び国庫支出金の確定に伴

い、保険料、そのほかの費用の実績を見込

み、減額補正を行ったものでございます。

歳出から御説明いたしますので、１０８

ページ、１０９ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、介護保険事務費は、職員

の時間外手当を２４万６,０００円減額する

ものでございます。

介護認定調査事務費は、主治医意見書作

成手数料及び訪問調査委託料の実績に基づ

く減額でございます。
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２款、保険給付費につきましては、実績

見込みにより、居宅介護サービス給付費１,

１１３万６,０００円、施設介護サービス給

付費２８８万４,０００円の減額でございま

す。

次の１１０ページ、１１１ページをお開

き願います。

居宅介護予防サービス給付費、高額医療

合算介護サービス等費、特定入所者介護サ

ービス等費につきましても、実績見込みに

よる減額でございます。

１１２ページ、１１３ページをお開き願

います。

３款、地域支援事業費、介護保険任意事

業費につきましては、利用者数の実績によ

り、それぞれ減額するものでございます。

次に、歳入について御説明いたします。

１０４ページ、１０５ページをお開き願

います。

以上、御説明いたしました。

御審議賜りますよう、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第８号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 承認第９号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 承認第

９号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

１４ページをお開き願います。

承認第９号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしましたので報

告し、承認を求めるものであります。

次のページ、１１５ページをお開き願い

ます。

専決処分書。

平成２７年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について、建設事業費

の確定に伴う会計処理等のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。

専決日は平成２８年３月３１日でござい

ます。

内容につきましては、補正予算で御説明

いたしますので、１１７ページをお開き願

います。

平成２７年度美幌町公共下水道特別会計

補正予算（第５号）について御説明申し上

げます。

平成２７年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、公共下水道

汚水ます設置工事費の確定に係る地方債の

補正と、下水道使用料の確定並びに、公共

下水道事務費、終末処理場維持管理事業費

の確定による減額補正をするものでありま

す。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ４２６万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

０億８,１９６万１,０００円とするもので

あります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更につきましては、



－ 78－

第２表、地方債補正で御説明申し上げま

す。

１２０ページをお開き願います。

第２表、地方債補正。

公共下水道事業であります。公共汚水ま

す設置工事の確定によるもので、起債限度

額を８,８７０万円から１０万円増額しまし

て、８,８８０万円とするものであります。

次に、事項別明細書の歳出から御説明い

たしますので、１２６ページ、１２７ペー

ジをお開き願います。

３、歳出。

このページ、公共下水道事務費と終末処

理場維持管理事業費の減は、事業費の確定

によります執行残による減額であります。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、１２４ページ、１２５ページをお開き

願います。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第９号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 承認第１０号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 承認第

１０号専決処分の承認についてを議題とし

ます。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１３０ペ

ージになります。

承認第１０号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定によりこれを町議会に報告

し、承認を求めるものでございます。

１３１ページの専決処分書でございま

す。

平成２８年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）について、熊本地震に係る被災

地支援のため急を要するので、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分する。

専決日につきましては、平成２８年５月

９日でございます。

１３３ページをお開きいただきたいと思

います。

平成２８年度美幌町一般会計補正予算

（第１号）。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３１０万円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ１００億６,８０５万９,０００円と

する。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げますので、１４２ペー

ジ、１４３ページをお開きいただきたいと

思います。

３、歳出。

２款、総務費の寄附金でございます。

寄附金３００万円につきましては、４月

１４日と１６日に熊本地方を震源とします

震度７の地震が発生し、被災をされた方々

に対しまして、熊本県町村会を通じ３００

万円の義援金の補正を行うものでございま

す。

次に、１０款、スポーツ推進事業費の増

１０万円、寄附金でございます。

これにつきましては、Ｂ＆Ｇ財団が熊本

地震災害緊急支援募金を立ち上げ、災害復
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旧活動に活用を図ることとなったことに伴

います１０万円の補正でございます。

次に、歳入について御説明申し上げます

ので、１４０ページ、１４１ページをお願

いしたいと思います。

以上、説明いたしました。よろしくお願

いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１３番古舘繁夫さん。

○１３番（古舘繁夫君） 今回の災害は大

変大きなことでありまして、お見舞いを申

し上げるところでございます。

そして、３００万円ということで、どこ

かで説明を受けたかもしれません。すいま

せん、忘れているので教えてほしいのです

けれども、今回の３００万円というのは、

例えば管内一律であったのか、自治体の予

算規模に合った数字だったのか、町で判断

した数字なのか、その辺を教えていただけ

ればと思います。お願いいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 管内で統一し

てこの金額をというものではございませ

ん。美幌町が３００万円の義援金を送ると

いう判断をさせていただいたところでござ

います。

３００万円の寄附金の現金の決定につい

ては、管内の中でも、美幌町が早いほうだ

ったと認識をしておりまして、それで町村

会の中では一部話し合いはされておりまし

たけれども、額の決定等については、それ

ぞれ町村の判断によるということで、美幌

町独自の判断として、３００万円と決定を

させていただいたものでございます。

○議長（大原 昇君） １３番古舘繁夫さ

ん。

○１３番（古舘繁夫君） 理解いたしまし

た。これも申しわけございません、５年前

の東北の震災のときはどうでしたか。記憶

はありますか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 東北のときに

つきましては、５００万円の義援金の寄附

をさせていただいたところでございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第１０号専決処分の承認

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第４７号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第４７号動産の取得についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

４４ページをお開き願います。

議案第４７号動産の取得について御説明

申し上げます。

次のとおり、動産を取得するものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１３ページ

をお開き願います。

資料３、議案第４７号関係。

動産の取得について、除雪グレーダ（３.

７メートル級）１台で、平成９年度購入の

グレーダの更新であります。

納入の場所は、美幌町字報徳７９番地の

１。

動産の概要は記載のとおりであります。

入札年月日は、平成２８年５月２６日。

指名業者は、コマツ建機販売株式会社ほ
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か記載の１社であります。

契約金額、３,１２７万６,８００円。参

考までに、消費税抜きの額は２,８９６万円

であります。

また、落札率は８５.１％であります。

契約の相手方、北見市東相内町６６０番

地７。コマツ建機販売株式会社北海道カン

パニー北見支店、支店長森正充でありま

す。

契約保証金は、免除であります。

契約年月日は、議決後本契約によりま

す。

納入期限は、平成２８年１１月３０日で

あります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１３番古舘繁夫さん。

○１３番（古舘繁夫君） 議会に承認とい

うことで上がっているので、良いか悪いか

しかないというのは当然のことであります

けれども、すいません、あえて。高価な機

械でありますので、少しその辺のお話を伺

たいと思ってお尋ねをいたします。

３,０００万円以上の大きな機械というこ

とありますが、これは確か、古い機械が、

ある一定のキロ数、ある一定の年数を使用

したので、更新をするということだと思う

のですが、その更新をしなければならない

――例えば、修理費に大きな金額かかって

いて更新しなければならないときになった

のだということですとか、それから、これ

は自治体にとって、なくてはならない大変

大事な機械だと。確か２台あったと思うの

ですが、美幌の規模の町道の長さでは、当

然２台必要なのだということですとか、く

どいようでありますけれども、本来、承認

するしないというところであるのに、まこ

とに申しわけございませんが、若干その

辺、３,０００万円以上の大きな機械であり

ますので、議会でいろいろと皆さんから説

明をいただくことで、納得できることもあ

るのだろうと思いますので、わかりやすく

お話をいただければと思っております。以

上です。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 今回購入

いたしますグレーダでございますが、平成

９年１０月に購入したグレーダでございま

す。

まず、このグレーダの利用状況でござい

ますが、現在、町にはグレーダが２台ござ

います。平成９年購入分、あと平成１８年

購入分の２台でございます。

この２台を夏冬あわせて、夏場は砂利道

または火山灰道の路面整正、砂利をならし

たり、水はけをよくするため作業を行って

います。また、冬は、街路等、町の中の路

面整正でございます。

両方を合わせまして、平成２７年度の稼

働日数でございますが、夏冬合わせまして

１８９日。夏場のグレーダは毎日というわ

けではなく、時期に合わせて走りますので

そういう状況ですが、合わせて１８９日。

そして、大体ほぼ両方が同じような時間

帯、若干新しいほうが動いていますけれど

も、同じような日数動いております。

また、修繕費でございます。

修繕費については、大事に使っていると

いうことでありますが、３年間、年によっ

て違いがありますので、３年間を合計いた

しますと、この平成９年車については１４

６万５,０００円の修繕費がかかっていると

いうことであります。年数が約１８年、１

９年たっておりますので、部品の調達等に

苦労しているという状況でございます。

また、走行距離でございますが、１４万

５,６２０キロメートルということで、これ

までの走行距離でございます。アワーメー

ターでは１万６,８４３アワーということで

す。

そのような状況で、大事に乗ってはいる

のですけれども、年数の経過とともに、修
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繕にかかってきている部分がある。また、

重要な夏場・冬場の重要な機械として更新

を図ろうとするものでありますので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 先ほど、落札率８

５.１％ということで、低いような気がする

のですけれども、直近と言っても２台しか

ありませんので、もう１台入札したときの

落札率と比較して、今回は特に落札率が高

かったのかどうか、もしわかればでいいの

で教えてください。

○議長（大原 昇君） 契約財産主幹。

○契約財産主幹（大場正規君） 直近のと

いうことなのですけれども、もう１台がど

の程度かというのは、現在把握しておりま

せんので、もしわかれば、また後ほどとい

うことでお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第４７号動産の取得につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 議案第４８号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第４８号動産の取得についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 議案書の１４

５ページでございます。

動産の取得について御説明申し上げま

す。

議案第４８号動産の取得について。

次のとおり、動産を取得するものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１４ページ

をお開き願います。

資料４、議案第４８号関係。

動産の取得について。

今回、かねてより美幌スキー連盟より要

望がございました柏ケ丘運動公園クロスカ

ントリースキーコースの圧雪及び整備に要

するクロスカントリースキーコース用圧雪

車１台の購入に当たりまして、議決をいた

だきたいというものでございます。

納入場所につきましては、美幌町字西２

条南５丁目。

動産の概要でございますが、資料に記載

のとおりでございます。

入札年月日、平成２８年５月２６日。

指名業者、スノーシステムズ株式会社ほ

か４社でございます。

取得の金額、２,６９７万８,４００円。

なお、参考までに消費税抜き価格では２,４

９８万円でございます。

また、落札率につきましては９６.４％で

ございます。

取得の相手方、東京都千代田区内神田１

丁目４番２号。スノーシステムズ株式会

社、取締役社長大久保雅史。

契約保証金、免除。

契約年月日、議決後本契約による。

納入期限、本契約後１９０日とするとい

うことでございまして、本日議決をいただ

きましたら、１２月２０日が納入期限とな

ります。

以上、御説明申し上げました。御審議を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４８号動産の取得につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

暫時休憩します。

再開は１５時３５分といたします。

午後 ３時２６分 休憩

―――――――――――――――――――

午後 ３時３５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第４９号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第４９号工事請負契約の締結についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

４６ページをお開き願います。

議案第４９号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１５ページ

をお開き願います。

資料５、議案第４９号関係。

工事請負契約の締結について、美幌下水

終末処理場水処理施設機械設備更新工事で

あります。

工事の場所は、美幌町字報徳７９番地の

１であります。

工事の概要につきましては、記載のとお

りであります。

入札年月日は、平成２８年５月２６日。

指名業者は、住友重機械エンバイロメン

ト株式会社ほか記載の４社であります。

契約金額、８,６１８万４,０００円。参

考までに、消費税抜きの金額は７,９８０万

円であります。

また、落札率は９８.９％であります。

契約の相手方、札幌市中央区大通西４丁

目６番８号。住友重機械エンバイロメント

株式会社北海道支店、副支店長西村広樹で

あります。

契約保証金は、契約金額の１００分の１

０以上であります。

契約年月日、議決後本契約によります。

工期、本契約後２７０日とする。本日議

決いただき契約いたしますと、２７０日後

は平成２９年３月１０日となります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４９号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 議案第５０号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第５０号工事請負契約の締結について議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１
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４７ページをお開き願います。

議案第５０号工事請負契約の締結につい

てを御説明申し上げます。

次のとおり、工事請負契約を締結するも

のとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１６ページ

をお開き願います。

資料６、議案第５０号関係。

工事請負契約の締結について、美幌下水

終末処理場水処理施設電気設備更新工事で

あります。

工事の場所は、美幌町字報徳７９番地の

１。

工事の概要は、記載のとおりでありま

す。

入札年月日は、平成２８年５月２６日。

指名業者は、株式会社電建ほか記載の５

社であります。

契約金額は、８,０４６万円であります。

参考までに、消費税抜きの金額は７,４５０

万円であります。

また、落札率は９６.４％であります。

契約の相手方、網走郡美幌町字美禽１８

４番地の１２。株式会社電建美幌支店、支

店長吉田忠美であります。

契約保証金は、契約金額の１００分の１

０以上であります。

契約年月日は、議決後本契約によりま

す。

工期、本契約後２７０日となります。本

日議決いただき契約いたしますと、２７０

日後は平成２９年３月１０日となります。

以上、御説明申し上げました。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 美幌下水終末処理

場水処理施設電気設備更新工事ということ

で、年度の当初予算は、私の認識ですと１

億８,７９５万５,０００円だというように

認識していたのですけれども、今回８,００

０万円ということで、落札率も９６.４％と

いうことですから、１億円近くのお金が多

分残っているのかなと。そのほか、この名

目でほかにする工事があるのかをお聞きし

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） この工事

につきましては、国の社会資本整備総合交

付金により、補助金をいただきながら工事

を進めるものであります。

この補助金につきましては、予算段階で

の申請は１億８,７９５万５,０００円の事

業費として要求しておりましたが、４月に

入りまして、その交付の内示をいただいて

いるところでございます。その金額がこの

契約金額に該当する金額で、補助金の配分

が抑えられたということで、今回この金額

で工事を発注しているところでございま

す。

予算の残につきましては、今後、国の予

算の状況により追加配分がございました

ら、その配分で要望していきたいという考

え方もありまして、現在、未執行のまま様

子を見るということでございますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 国の補助金が１億

８,０００万円ちょっとを見込んでいたけれ

ども、８,０００万円しかなかったという認

識でよろしいですか。ということは、やろ

うとしていた工事自体も、この計算でいく

と約３０％とか３５％しかできないという

ことですが、そういう認識でよろしいでし

ょうか。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 当初、電

気設備工事として約１億８,８００万円分の

工事を見込みました。

その中で、電気ですので、翌年に持ち越

せる工事につきまして、翌年に持ち越すと
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いうことで、工事を区分いたしまして行う

ことにしております。

そういう形で、当初計画の整備計画が先

延ばしになる可能性もあるということでご

ざいます。その年度その年度で、共用でき

るような内容での事業の区分をしていると

ころでございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第５０号工事請負契約の

締結についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 議案第５１号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第５１号美幌町過疎地域自立促進市町村計

画の一部変更についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１４８ペ

ージになります。

議案第５１号美幌町過疎地域自立促進市

町村計画の一部変更について。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７

項において準用する同条第１項の規定に基

づき、美幌町過疎地域自立促進市町村計画

の一部を別紙のとおり変更するということ

で、変更内容につきましては、参考資料に

より御説明申し上げますので、参考資料の

１７ページをお開きいただきたいと思いま

す。

資料７、議案第５１号関係でございま

す。

変更目的といたしましては、本年３月に

２８年から３２年度までの５カ年計画を美

幌町過疎地域自立促進市町村計画として策

定をさせていただきましたけれども、本年

度の起債申請におきまして、計画に登載し

た事業の区分変更等が必要になったことか

ら、計画の一部変更を行おうとするもので

ございます。

計画に登載をしておりました二つの事業

について変更を行うものでございまして、

まず、圧雪車購入事業については、区分の

変更を行うものでございます。

計画策定時におきましては、屋外施設改

修等整備事業として起債申請をすることで

進めておりましたけれども、この事業につ

きましては、産業の振興、（８）の観光又

はレクリエーションに該当することが判明

したことから、この計画の変更を行おうと

するものでございます。

それから、二つ目の変更につきまして

は、学校給食施設整備事業についてでござ

います。

この変更につきましては、起債ソフト事

業からハード事業へ変更を行うものでござ

いまして、計画策定時においては、過疎地

域自立促進特別事業ソフト事業において、

起債申請をする予定で進めておりましたけ

れども、本事業について、ハード事業に該

当するということが判明いたしたことか

ら、計画の変更を行おうとするものでござ

います。

根拠法令につきましては、過疎地域自立

促進特別措置法でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５１号美幌町過疎地域
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自立促進市町村計画の一部変更についてを

採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 議案第５２号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第５２号北海道町村議会議員公務災害補償

等組合規約の変更についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１５０ペ

ージになります。

議案第５２号北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約を次のとおり変更する。

記以下につきましては、参考資料で御説

明申し上げますので、参考資料の１８ペー

ジをお開きいただきたいと思います。

資料８の議案第５２号関係でございま

す。

改正目的につきましては、この組合から

脱退する団体が生じたことによる規約の変

更でございます。

改正の内容につきましては、昨年の１１

月３０日に解散をいたしました北空知学校

給食組合が脱退したことに伴い、規約別表

第１の変更を行おうとするものでございま

す。

なお、１９ページに新旧対照表をつけて

おります。

施行日につきましては、総務大臣の許可

の日でございます。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５２号北海道町村議会

議員公務災害補償等組合規約の変更につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 議案第５３号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第５３号北海道市町村職員退職手当組合規

約の変更についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１５１ペ

ージになります。

議案第５３号北海道市町村職員退職手当

組合規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村職員退職手当組合規約を

次のとおり変更する。

記以下につきましては、参考資料により

御説明申し上げますので、参考資料の２０

ページをお開きいただきたいと思います。

資料９の議案第５３号関係でございま

す。

改正目的・改正内容につきましては、議

案第５２号同様、脱退する団体が生じたこ

と。北空知学校給食組合が脱退することに

伴います、規約の変更、本文の表現の一部

変更を行おうとするものでございます。

なお、２１ページから２４ページに新旧

対照表を添付しておりますので、参考とし
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ていただきたいと思います。

施行日につきましては、総務大臣の許可

の日でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５３号北海道市町村職

員退職手当組合規約の変更についてを採決

します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 議案第５４号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第５４号北海道市町村総合事務組合規約の

変更についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１５４ペ

ージになります。

議案第５４号北海道市町村総合事務組合

規約の変更について。

地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り、北海道市町村総合事務組合規約を次の

ように変更する。

記以下につきましては、同じように参考

資料で御説明をさせていただきますので、

２５ページをお願いいたします。

資料１０、議案第５４号関係でございま

す。

改正目的・改正内容につきましては、議

案の５２号・５３号同様、北空知学校給食

組合が脱退したことに伴います規約の変更

を行うものでございます。

なお、２６ページから２９ページに新旧

対照表を添付しております。

施行日につきましては、同じく総務大臣

の許可の日でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５４号北海道市町村総

合事務組合規約の変更についてを採決しま

す。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 議案第５５号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第５５号美幌町へき地保育所条例の一部を

改正する条例制定についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の１５５

ページをお開き願います。

議案第５５号美幌町へき地保育所条例の

一部を改正する条例制定について。

美幌町へき地保育所条例の一部を改正す

る条例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の３０ページ

をお開き願います。

議案第５５号関係。

今回の改正につきましては、子ども・子

育て支援法施行令の改正に伴い、低所得世



－ 87－

帯、多子世帯等の経済的負担の軽減と文言

整理を行うため、条例を改正するものであ

ります。なお、今回の改正の詳細通知が４

月以降に来たため、４月１日に遡及して適

用するものであります。

改正内容につきましては、要保護者世帯

等に係る保育料の特例措置の拡充で、町民

税所得割課税額が７万７,１０１円未満の世

帯の保育料について、１人目の保育料を従

来の金額の半額とし、２人目の保育料を無

料とするものです。

次に、多子世帯に係る特例措置の拡充

で、軽減の対象となる多子は従来１８歳に

なる年度までの子供でしたが、町民税所得

割課税額が５万７,７００円未満の世帯また

は要保護者等のいる世帯で、町民税所得割

課税額が７万７,１０１円未満の世帯に限っ

ては、新たに規定された特定被監護者等に

することにより、対象者の年齢制限を撤廃

するものです。

ほか、定義をそれぞれの法令の規定に委

ねる文言の整理を行うものでございます。

新旧対照表は３１ページ、３２ページで

ございます。

根拠法令等は、子ども・子育て支援法及

び子ども・子育て支援法施行令。

施行日は、平成２８年７月１日。

適用日は、平成２８年４月１日でありま

す。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５５号美幌町へき地保

育所条例の一部を改正する条例制定につい

てを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１９ 議案第５６号

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議案

第５６号美幌町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定についてを議題と

します。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の１５７

ページをお開き願います。

議案第５６号美幌町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について。

美幌町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の３３ページ

をお開きください。

議案第５６号関係。

改正の目的でありますが、小学校から中

学校までの義務教育を一貫して行う義務教

育学校の規定を設ける学校教育法等の改正

に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準が改正されたことか

ら、同基準に準じて条例を改正するもので

あります。

改正内容につきましては、学童保育所の

職員である放課後児童支援員の資格につい

て、義務教育学校の教員となる資格を有す

る者を加えるものであります。

新旧対照表は３４ページでございます。

根拠法令等は、放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準で、施行日は

平成２８年７月１日であります。

以上、御説明いたしました。御審議賜り
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ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５６号美幌町放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例制定

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の議決

○議長（大原 昇君） お諮りします。も

はや、４時近くになりましたが、あらかじ

め会議時間の延長をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

―――――――――――――――――――

◎会議時間延長の宣告

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２０ 議案第５７号

○議長（大原 昇君） 日程第２０ 議案

第５７号平成２８年度美幌町一般会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１５９ペ

ージになります。

議案第５７号平成２８年度美幌町一般会

計補正予算（第２号）について御説明を申

し上げます。

平成２８年度美幌町の一般会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、主に臨時福

祉給付金、町民会館改築事業等の所要額に

ついて補正のお願いをしようとするもので

ございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ２億３８０万８,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０２億７,１８６万

７,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。

債務負担行為の補正。

第２条、債務負担行為の変更は、第２

表、債務負担行為補正により御説明を申し

上げます。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、第３表、地方

債補正により御説明を申し上げます。

１６２ページをお開きいただきたいと思

います。

第２表、債務負担行為補正について御説

明を申し上げます。

今回の債務負担行為の設定につきまして

は、町民会館の改築に伴う債務負担行為の

設定でございまして、監理業務委託・建築

主体工事・電気設備工事・機械設備工事の

４本について設定を行おうとするものでご

ざいます。

期間につきましては、全て平成３０年度

まで。

限度額につきましては、それぞれ記載の

限度額でございまして、限度額総額として

１１億３,２７０万円について設定を行おう

とするものでございます。

次に１６３ページ、地方債補正について

でございます。

農業生産基盤整備事業１,０１０万円の増

につきましては、豊栄地区、稲都福梅地区

の事業費増により、過疎債ソフトとして７
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７０万円、辺地債で２４０万円の増額の補

正を行うものでございます。

次に、町道整備事業４００万円の増額で

ございます。

当初予定をしておりました社会資本整備

総合交付金の割り当て内示額が４０５万円

の縮減となったことから、その財源を過疎

債ハードに求めるものでございます。

それから、町民会館改築事業につきまし

ては、建築主体・電気設備工事・機械設備

工事・工事監理業務委託について、本年度

事業費１億７９０万円から社会資本整備総

合交付金の補助金を除く８,７０９万２,０

００円に対して、過疎債を見込み、８,７０

０万円の予算計上を図るものでございま

す。

次に、歳出について御説明申し上げます

ので、議案１７２ページ、１７３ページを

お願いいたします。

３、歳出でございます。

一般管理費の役務費、通信運搬費１０１

万４,０００円の増でございますけれども、

臨時福祉給付金事業に係ります郵便料につ

いて増額の補正を行うものでございます。

それから、２目の広報広聴費、印刷製本

費７５万６,０００円の増でございますが、

これにつきましては、まち・ひと・しごと

総合戦略に係る事業でございまして、町の

景色やイベント、あるいは特産品などを町

外に広くＰＲするために、ＰＲ用名刺を２

万枚作成するものでございまして、役場の

職員はもとより、企業あるいは団体などの

力もかりながら、町挙げて美幌町のＰＲを

図ろうとするものでございます。

それから、その下の業務等委託料、庁舎

敷地内樹木伐採業務委託料２０万円の増額

でございますけれども、庁舎中庭のトドマ

ツが立ち枯れにより倒木する可能性がある

ことから、伐採に係る予算を計上するもの

でございます。

続きまして、民生費の４、臨時福祉給付

金給付事業でございます。

これは消費税率の引き上げに際しまし

て、低所得の住民に与える負担の影響に鑑

み、適切な配慮を行うために、暫定的・臨

時的な措置として実施をされるものでござ

いまして、町民税均等割が課税されていな

い者を対象として、平成２６年度及び平成

２７年度に続いて実施をされるものでござ

いまして、平成２８年１０月から平成２９

年３月までの６カ月分として１人につき３,

０００円を支給するものでございます。対

象者を４,１５０人と見込み、これにかかる

経費として１,７７２万９,０００円の計上

をさせていただいたものでございます。

その次の、５の年金生活者等支援臨時福

祉給付金給付事業についてでございます。

この事業につきましては、賃金引き上げ

の恩恵が及びにくい低年金受給者への支

援、あるいは平成２９年度から実施されま

す年金生活者支援給付金の前倒し的な要素

も加えて、平成２８年前半の個人消費の下

支えに資するよう実施されるものでござい

まして、障害基礎年金・遺族基礎年金を受

給する方が対象でございます。平成２８年

度中に６５歳以上となる方に対する給付金

と同様、１人につき３万円を支給するもの

で、対象者３００人を見込み、これにかか

る経費として９９４万円を計上させていた

だいたものでございます。

次に、１７５ページをお願いいたしま

す。

児童福祉事務費の増、子ども・子育て支

援システムプログラム改修委託料１８５万

８,０００円の増でございますけれども、こ

れは国による多子世帯の保育料負担軽減制

度が拡充されることに伴いまして、プログ

ラムの改修でございます。

なお、改修費につきましては、全額国庫

補助対象となっているところでございま

す。

次に、ごみ処分場維持管理事業費の増、

修繕費２７６万７,０００円の増でございま

す。
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これは三つの修繕がございまして、まず

一つ目が、廃棄物最終処分場で使用してお

りますタイヤショベルのガスケット等の部

品交換等を行うものでございます。

二つ目が、第Ⅲ期埋立処分場浸出液処理

施設の給水設備で漏水が発生し、凍上によ

って水抜き栓が外れたことが原因であり、

これによりまして、沈下した地盤、あるい

は地下埋設の施設及び屋外給水管の現状復

旧を行うものでございます。

三つ目が、リサイクルセンターでござい

まして、その他プラ減容圧縮機、平成１７

年度に導入したものでございますけれど

も、この動作不良により作業能力が低下を

していることから、ピストンの分解整備と

シリンダーの交換を行うものでございま

す。

それぞれ三つについて修繕を行うもの

で、２７６万７,０００円の増額となってご

ざいます。

一部修繕を既存の予算で実施したものも

ございますけれども、今回新たにこの三つ

の修繕が必要だということで、予算計上を

させていただいたものでございます。

ちなみに、それぞれの金額が、タイヤシ

ョベルの修繕が９８万５,０００円、第Ⅲ期

埋立処分場の浸出液処理施設については４

０万円、リサイクルセンターの圧縮機につ

いては１３８万２,０００円でございます。

続きまして、農地費、道営土地改良事業

費の増、６,２１４万８,０００円でござい

ます。

負担金の畑地帯総合土地改良事業美幌豊

栄地区分担金につきましては、国の平成２

７年度補正で区画整理８６ヘクタール、総

事業費で１億６,７００万円の増で、これの

地元負担２０％分の計上でございます。

その下の稲都福梅地区につきましても、

同じく平成２７年度国の補正に係ります区

画整理事業６３ヘクタール、総事業費１億

１,８００万円の地元負担２０％分の予算措

置でございます。

それから、補助金につきまして、美幌豊

栄地区農業経営高度化促進事業補助金、そ

れからその下の稲都福梅地区、それぞれ３

９２万４,０００円と１２２万４,０００円

につきましては、これも平成２７年度補正

予算に係る追加で、豊栄地区１戸５.４５ヘ

クタール、稲都福梅地区が１戸で１.７ヘク

タールの、通年施工に係る補助金の追加を

行うものでございます。

８款、土木費につきましては、社会資本

整備総合交付金の内示額が縮減されたこと

による過疎債に財源の振りかえを行うもの

でございます。

次に１７７ページ、１０款、教育費でご

ざいます。

消耗品費６万円でございますけれども、

４月１４日に美幌ロータリークラブ様及び

美幌ライオンズクラブ様より、学校教育備

品整備のためということで６万円の御寄附

をいただいたものを小学校３校の体育用教

材を購入するものでございます。

次に、社会教育施設費、町民会館等管理

運営事業費の増、１億８３１万円の増額補

正でございます。

手数料につきましては、整備に係ります

建築確認申請手数料などに係る経費として

４１万円を。それから業務等委託料、工事

請負費につきましては、町民会館の改築工

事に着手するため予算計上をしたものでご

ざいます。

それぞれ、監理業務委託料２６０万円、

建築主体工事に７,７００万円、電気設備工

事に１３０万円、機械設備工事に２,７００

万円でございます。

この事業いずれも債務負担行為を設定す

る中で、平成３０年７月の完成を見込んで

いるものでございます。

なお、参考資料の説明につきましては、

後ほど教育委員会より御説明をさせていた

だきたいと思います。

続きまして、図書館費の消耗品費９万７,

０００円でございます。
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４月４日に後藤マツ子様より３万円の御

寄附、それに加えまして、先ほど承認５号

で御説明させていただきました２件２万円

の御寄附及び雑誌の広告料４万７,０００円

を活用させていただき、図書購入を図るも

のでございます。

それから１２款、職員給与費でございま

すけれども、その他手当１１８万７,０００

円につきましては、臨時福祉給付金事業及

び年金生活者等支援臨時福祉給付金事業に

おける職員の時間外手当について、追加を

するものでございます。

続きまして、歳入について御説明を申し

上げます。

１６８ページ、１６９ページをお願いし

たいと思います。

１６８ページの分担金及び負担金、農業

費分担金につきましては、国の平成２７年

度補正予算に係る増でございます。

次の、国庫支出金、社会福祉費補助金２,

９９１万１,０００円につきましては、年金

生活者等支援臨時福祉給付金及び臨時福祉

給付金に係る補助金の増額でございます。

一つ飛びまして、社会教育費補助金２８

０万８,０００円の増でございますけれど

も、これにつきましては、住宅建築物安全

ストック形成事業におけます町民会館改築

事業交付金のうち、平成２８年度の出来高

相当額の８.７４％について計上をしたもの

でございます。

それから、農業費補助金２,７９０万８,

０００円につきましては、国の平成２７年

度補正予算に係る追加計上でございます。

それから、教育総務費寄附金６万円につ

きましては、先ほど御説明をさせていただ

きました４月１４日に美幌ロータリークラ

ブ様及び美幌ライオンズクラブ様からの御

寄附でございます。

その下の図書費寄附金の増につきまして

は、４月４日に日の出１丁目後藤マツ子様

から、故木村スエ様が生前図書館にお世話

になったということのお礼と、いただいた

寄附金でございます。

それから、財政調整基金繰入金の増、３

８９万３,０００円でございますけれども、

今回の補正の財源を財政調整基金に求める

ものでございます。

なお、補正後の年度末の予定残高につき

ましては、１４億１,６１２万９,０００円

となります。

続きまして、１７１ページ、雑入の１,８

００万円でございます。

再生可能エネルギー電気・熱自立的普及

促進事業補助金でございます。

町民会館改築事業に係る地中熱の冷暖房

設備補助で、交付対象事業費が２,７００万

円でございます。

その補助率でございます３分の２により

ます１,８００万円の計上でございます。

町債につきましては、第３表、地方債補

正で御説明をしたとおりでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） 教育部長。

○教育部長（高木恵一君） 町民会館改築

事業につきまして、その概要を参考資料に

基づき御説明をいたします。

参考資料の３８ページをお開き願いま

す。

町民会館の改築に向け、昨年度基本設計

を策定し、実施設計業務を委託しておりま

したが、３月２２日に完了いたしました。

実施設計の策定に当たりましては、議会

全員協議会において、また文化連盟や近隣

自治会など関係１７団体の皆様へ御説明を

し、意見交換やいただいた貴重な御意見を

内部で検討を重ね、実施設計に生かしてま

いりました。

まず、事業の実施期間につきましては、

基本設計を含めて、平成２６年度から平成

３０年度までの５年間。工事につきまして

は、平成２８年度から平成３０年度までの

３カ年で、平成３０年７月末の完成を予定

しております。



－ 92－

オープン時期につきましては、備品納入

や事務室機能移転を含めた開館準備期間を

考慮して、３０年秋を予定しております

が、町民皆様が待ち望んでいる施設でもあ

り、一日でも早い開館を目指してまいりま

す。

次に、事業費は約１３億２,０００万円を

見込んでおり、今回の補正では、建築主体

工事・解体除却工事として７,７００万円、

電気設備工事として１３０万円、機械設備

工事として２,７００万円、工事監理業務委

託料として２６０万円、建物等確認申請手

数料として４１万円の１億８３１万円を計

上いたしております。

また、建築主体工事・電気設備工事・機

械設備工事・工事監理業務の今年度分、１

１億３,２７０万円につきましては、債務負

担行為の設定を行おうとするものでござい

ます。

なお、外部工事、備品・消耗品購入に係

る予算につきましては、しかるべき時期に

御提案をいたしたいと考えております。

平成２８年度分１億８３１万円の財源充

当内訳につきましては、国の交付金であり

ます社会資本整備総合交付金２８０万８,０

００円、過疎債８,７００万円、その他とい

たしまして、環境省の再生可能エネルギー

電気・熱自立的普及促進事業補助金１,８０

０万円、一般財源５０万２,０００円を充当

いたします。

なお、３８ページから４０ページまで、

改築を予定いたします建物の配置図・立面

図・各階平面図を記載しております。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いを申し上げます。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５７号平成２８年度美

幌町一般会計補正予算（第２号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２１ 議案第５８号

○議長（大原 昇君） 日程第２１ 議案

第５８号平成２８年度美幌町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（高崎利明君） 議案の１８１

ページをお開き願います。

議案第５８号平成２８年度美幌町国民健

康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明申し上げます。

平成２８年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１６４万７,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１

億８,１６９万４,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

歳出から御説明いたしますので、１９０

ページ、１９１ページをお開き願います。

３、歳出。

１款、総務費、国保事業費納付金等算定

標準システム対応プログラム改修委託料１

６４万７,０００円であります。

今回の補正は、国民健康保険法等の改正

に伴い、平成３０年度以降、都道府県が当

該都道府県内の市町村とともに国民健康保

険事務を行うことから、北海道との効率的

な事務の執行等を支援するための標準的な
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電算処理システム対応に係るプログラム改

修の補正であります。

歳出は以上であります。

次に、歳入について御説明いたします。

１８８ページ、１８９ページをお開き願

います。

２、歳入。

２款、国庫支出金、国民健康保険制度関

係業務準備事業補助金につきましては、歳

出で御説明のプログラム改修委託に係る補

助金で、全額国費でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５８号平成２８年度美

幌町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２２ 議案第５９号

○議長（大原 昇君） 日程第２２ 議案

第５９号平成２８年度美幌町水道事業会計

補正予算（第１号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

９３ページをお開き願います。

議案第５９号平成２８年度美幌町水道事

業会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。

総則。

第１条、平成２８年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

今回の補正につきましては、日並浄水場

施設における小水力発電機の修繕を既存の

修繕費予算で実施したことから、同額の補

正をさせていただこうとするものでありま

す。

収益的支出の補正。

第２条につきましては、補正予算実施計

画書及び説明書で御説明申し上げます。

１９４ページ、１９５ページをお開き願

います。

補正予算実施計画書及び説明書の収益的

支出であります。

１８節、修繕費、浄水場施設等修繕費２

２６万８,０００円であります。

修繕を行うに至った経過でありますが、

この小水力発電機は平成２６年３月に整備

され、発電を開始しております。

その後、順調に発電を継続しておりまし

たが、昨年９月の水源地清掃に伴い、河川

上流部から仮取水した際、局地的な降雨が

あったことから、河川が増水し、土砂や落

ち葉が導水管に流入し、発電機が停止する

ということが発生しました。

その際、落ち葉を除去し運転を再開して

おりましたが、その後、異音の発生や運転

のふぐあいが続いたことから、発電機を停

止し、１２月に入り、メーカーに調査を依

頼。そのメーカーからの現地確認や修繕方

法の検討に時間を要していたところでござ

います。

４月に入り、見積書が提出されました

が、電気料の節減を図るためには、発電機

の早期回復が必要なことから、既存の修繕

費予算で修繕を実施し、同額を今回補正さ

せていただこうとするものであります。

なお、修繕は４月２０日に発注し、５月

１１日から運転再開となったところであり

ます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ



－ 94－

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５９号平成２８年度美

幌町水道事業会計補正予算（第１号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第１ 行政報告

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 行

政報告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） さきの行政報告に

追加して報告をさせていただきます。

追加行政報告といたしましては、第１

に、美幌町立国民健康保険病院の外科医師

の退職についてであります。

平成２７年４月１日から勤務している外

科の常勤医師である西野達生医師より、去

る６月２日に、一身上の都合により平成２

８年７月３１日付けをもって退職したい

旨、退職願の提出があったところでありま

す。

町といたしましては、慰留に努めており

ましたが、本人の意思を尊重して退職を承

認したところであります。

西野医師の退職により、８月以降、外科

医師が不在となり、外来及び入院診療は当

面、院内の常勤医師への引き継ぎを行う考

えですが、常勤医師の負担増加も懸念され

ることから、後任医師の確保に向け、最大

限の努力をしてまいります。

第２に、職員の懲戒処分についてであり

ます。このたび、職員の不始末事案に対

し、職員の懲戒処分等審査委員会において

審議され、その答申結果を踏まえ、６月９

日付けで、１名の職員に減給１０分の１

（４カ月）の懲戒処分をしたところであり

ます。

議案の概要につきましては、当該職員に

よる発注業務に係る支払遅延及び町民の方

からの用地処理などに関する相談案件を放

置したものであり、適切な事務処理を怠っ

たことにより、事業者及び町民の方々に損

害を与え、職務の信用を著しく傷つけたも

のであります。

今回発生した事案により、町民の皆様の

町に対する信頼を大きく損ないましたこと

に責任の重さを痛感し、心からおわび申し

上げますとともに、関係者の皆様並びに議

会議員の皆様に対しましても多大な御迷惑

をおかけしましたことに、深くおわびを申

し上げます。

なお、今回の職員の不祥事に対し、行政

の最高責任者として、本定例会において、

私と副町長の責任を明らかにするととも

に、今後、このようなことが二度と起こら

ないよう、組織規律の強化と職員への指導

の徹底を図り、再発防止と信頼回復に全力

で取り組んでまいります。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について、質疑を許します。

質疑は、１人３回までとさせていただき

ます。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 外科医師の退職の

件について、若干３点ほどお聞きしたいこ

とがございます。

まず１点目の、一身上の都合ということ

でございますけれども、個人的な理由なの

か、職場の環境が合わないですとか、ある

いは給料が安すぎるとか、いろいろな理由

があると思うのですが、もしわかる範囲で

結構でございますので、その辺の理由をわ
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かればお聞かせ願いたいのが１点。

２点目が、今いる常勤医師に引き継い

で、外科を担当するということでしたが、

今現在、入院されている患者さん、あるい

は通院されている患者さんが、外科関係に

ついては大勢いると思っておりますけれど

も、その患者さん等に本当に迷惑がかから

ないのか、対応をどうするのかという点。

３点目が、新しいお医者さんの確保の可

能性について。もし来るのであればいつご

ろになるとか、時期も含めましてお聞かせ

願いたいと思います。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） お尋ねの１

点目です。

今回退職の理由についてということでご

ざいますけれども、個人的な理由というこ

とでお聞きしておりますので、町長から報

告があったとおり、一身上の都合というこ

とでの御理解をよろしくお願いしたいと思

います。

外科の関係の外来患者様、また入院患者

様、既に通院されている方も多くいらっし

ゃいますけれども、その方につきまして

は、幸いにも総合診療科の先生お２人がも

ともと外科の出身だということもありまし

て、内科系の患者様、外科系の患者様、整

形外科の先生も含めて、患者様については

全て引き継ぎを行った上で、退職されると

いうことで確認をしてございます。

今後の外科医師の確保の見通しというこ

とでございますけれども、退職の意向が示

されていて以降、直ちに、外科医師の招聘

ということで、これまでこちらのほうに御

紹介のあった外科の先生、もしくは関係の

ある大学等にお話をさせていただいており

ます。

今のところ良い返事はいただいておりま

せんけれども、加えて、紹介会社のほうに

もお話をしながら、最大限努力をしてまい

りまして、１日も早く招聘できるようにし

てまいりますけれども、現在のところいつ

という期限で約束をいただいているお医者

様はいらっしゃいません。

以上でございます。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 外科医師の退職

ということですけれども、１年と少しとい

うことで、非常に残念に思っています。

今質問された方も言いましたけれども、

今現在、西野医師がどのぐらいの手術をし

ていたか、件数がわかれば教えていただき

たいということと、現在、国保病院に入院

している方の中では、今の総合診療の先生

方が対応するということなのですけれど

も、町内の医療機関の中で、小さな手術と

言ったらおかしいのですけれども、外科の

手術をする方はほとんどいらっしゃらない

という状況なのです。

私も２月に小さな手術をしていただいた

のですけれど、手術した後にかなり消毒に

通うということで、大きな病気だったら北

見に行ったりして入院できるのでしょうけ

れども、日帰り手術のようなもので消毒に

通うということが非常に大変で、そういう

ところは町内の医療機関で欠けているとこ

ろかと思っています。

その点で、どのぐらいの手術をしていた

のか、わかればお知らせいただきたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問でございますけれども、外科の外来

として手術を行った件数なのですが、平成

２７年度で５６件、ことしに入りまして、

４月５月で７件となっております。

手術の内容でございますけれども、皮膚

にできた腫瘍の摘出、いわゆるできもので

すとか、皮膚の下のしこりですとか、そう

いったものの摘出ですとか、あとは傷の縫

合ということになっております。

外来を除く、入院にかかわります手術の

件数でございますけれども、平成２７年度
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１年間で３５件、２８年４月から５月にか

けましては、件数はゼロということになっ

ております。

先ほども御説明いたしましたけれども、

総合診療科の医師が外科出身ということも

ありまして、当然、国保病院は救急告示病

院になっておりますので、救急搬送が当然

あると思います。

その中でも、比較的軽度なけがですと

か、火傷の処置ですとか、突発的な対応に

つきましては、ある程度、総合診療科の医

師で処置が可能かというように考えており

ますし、当然、処置後の手当につきまして

も可能になってくるのではないかと考えて

おります。

町内に、そのような簡単な手術のできる

医療機関がほかにないかということなので

すけれども、工藤先生ですとか、平間先生

ですとか、場合によっては可能なのかとい

うように考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 私も２月に小さ

な手術にかかったのですけれども、結構あ

っちこっちに行ってから最終的にというこ

とで、町内で本当に欠けているところでは

ないかと思いますので、工藤先生や平間先

生がどの程度の手術をしていただけるかと

いうことももう少し調べていただきたいで

すし、何より次の医師の確保ということを

早急に進めていただきたいと思います。

それと、西野先生においては、言葉が余

り少なかったかもしれませんが、とてもい

い先生でした。何かの事情で離れることに

なるかもしれませんけれども、これだけで

はなくて、今後も美幌の印象を良くして送

り出していただきたいなと思っておりま

す。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 西野先生に

おきましては、着任以来、外科外来の診

療・入院の診療以外にも、乳がん検診を担

当していただいておりましたし、また透析

患者様のフォローにつきましても、ローテ

ーションに入っていただきまして、その任

を担っていただいておりまして、今回の退

職は、病院にとって大変マイナスの影響を

与えるものでございますけれども、現在い

る常勤の先生方の協力によりまして、何と

かなるかなというように考えております。

しかし、病院にとって外科医師はかなめと

いうことになりますので、１日も早く、外

科の先生が赴任できるように、最大限の努

力をしてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） 職員の懲戒処分の

関係で、報告はこの通りでありますが、新

聞報道によりますと、当該職員については

降任希望を出されて受理されたというよう

に承知しております。

ということは、主幹職を今恐らく担当部

長が兼務されるような形なのだろうと思い

ますけれども、これによる支障があるので

はないかと私自身は考えておりますので、

今後の発令等についての考え方等があれ

ば、関連してお尋ねしたいと思います。

○議長（大原 昇君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 当然支障が出てく

るわけでありますから、できれば早い時期

に人事異動を発令したいと、そのように思

っております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 以上で質疑を終わ

ります。

これで行政報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎提出案件の概要説明

○議長（大原 昇君） 町長から追加提出
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案件の概要説明をしたいとの申し出があり

ますので、発言を許します。

町長。

○町長（土谷耕治君） 本定例会に追加し

て御提案いたします議案について、御説明

を申し上げたいと思います。

議案第６０号美幌町長等の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について

は、今回の職員の不祥事に対し、町民の皆

様の町に対する信頼を大きく損ないました

ことに責任の重さを痛感し、心からおわび

を申し上げ、行政の最高責任である私、及

び職員の管理監督者としての副町長の給与

の一定額を減額するための改正を行おうと

するものであります。

今後は、組織一丸となって徹底した再発

防止と信頼回復に全力で取り組んでまいり

ます。

なお、細部につきましては、後ほど御説

明申し上げますので、御審議の上、議決を

賜りますようお願いを申し上げます。

―――――――――――――――――――

◎追加日程第２ 議案第６０号

○議長（大原 昇君） 追加日程第２ 議

案第６０号美幌町長等の給与等に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案第６０号

美幌町長等の給与等に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。

記以下につきましては、参考資料により

御説明をさせていただきます。

資料１３、議案第６０号関係でございま

す。

改正の目的でございますけれども、今回

発生いたしました発注業務に係る支払い遅

延及び用地処理等未処理案件の放置事案、

また病院事業における契約業務に係る支払

い遅延事案に係る管理監督者責任から、給

料月額を減額しようとするものでございま

す。

改正内容につきましてでございますけれ

ども、附則の追加でございまして、町長の

給料月額を１０％減額し、月額６７万３,２

００円として、平成２８年７月分、そして

８月支給分について適用を図ろうとするも

のでございます。

また、副町長の給料月額も１０％減額

し、月額５８万７,８８０円として、平成２

８年７月支給分に適応を図ろうとするもの

でございます。

以上、御説明申し上げました。よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第６０号美幌町長等の給

与等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第２３ 意見書案第４号

○議長（大原 昇君） 日程第２３ 意見

書案第４号日本政府に核兵器全面禁止のた

めの決断と行動を求める意見書についてを

議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２４ 意見書案第５号

○議長（大原 昇君） 日程第２４ 意見

書案第５号義務教育費国庫負担制度堅持・

負担率１／２への復元、子どもの貧困解消

など教育予算確保・拡充と就学保障の充

実、「３０人以下学級」の実現をめざす教

職員定数改善を求める意見書についてを議

題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２５ 意見書案第６号

○議長（大原 昇君） 日程第２５ 意見

書案第６号平成２８年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書についてを議題としま

す。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提出理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は、原案のとお

り可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長
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において別紙記載の提出先に提出すること

といたします

―――――――――――――――――――

◎日程第２６ 意見書案第７号

○議長（大原 昇君） 日程第２６ 意見

書案第７号「新たな高校教育に関する指

針」の見直しとすべての子どもに豊かな学

びを保障する高校教育を求める意見書につ

いてを議題とします。

本案は、会議規則第３９条第２項の規定

によって、提案理由の説明を省略したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、提案理由の説明を省略する

ことに決定しました。

これから、質疑を行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、本意見書案についてを採決し

ます。

お諮りします。

本意見書案は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本意見書案は原案のとおり

可決されました。

ただいま可決されました意見書は、議長

において別紙記載の提出先に提出すること

といたします。

―――――――――――――――――――

◎日程第２７ 報告第７号

○議長（大原 昇君） 日程第２７ 報告

第７号平成２７年度美幌町一般会計予算繰

越明許費繰越計算書について、お手元に配

付しているとおり報告書の提出がありまし

たので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第７号平成２７年度美幌町一

般会計予算繰越明許費繰越計算書について

は、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２８ 報告第８号

○議長（大原 昇君） 日程第２８ 報告

第８号一般財団法人美幌みどりの村振興公

社の経営状況報告について、お手元に配付

しているとおり報告書の提出がありました

ので、お聞きすることがあれば許します。

５番稲垣淳一さん。

○５番（稲垣淳一君） ２点ほどお尋ねい

たします。

まず、一般財団法人美幌みどりの村振興

公社に理事並びに評議員の方がいらっしゃ

いますが、それぞれの立場・役割・責務等

についてお尋ねいたします。どのようなこ

とをされているのでしょうか。

それともう１点、昨年９月に美幌みどり

の村あり方検討委員会というものが設置さ

れましたが、今後のみどりの村の事業及び

運営をどう進めていけばよいのか、検討を

重ねているとありますが、このあり方検討

委員会はどのような立場でこの評議委員ま

たは理事の方とかかわっているのかお尋ね

いたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまお尋

ねの２点でありますが、初めに、あり方検

討会のほうからお答えさせていただきたい

と思います。

あり方検討会につきましては、みどりの

村振興公社の理事並びに評議員、幹事から

５名委員を選出していただいて、今後の修

繕計画等、さらにはそのあり方等について

検討いただいております。

本来でありましたら、昨年中に検討のほ

うを終わらせる予定でございましたが、検

討する課題等が多くあるということで、平

成２８年度においても引き続き検討させて
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いただき、今年度の早い時期に、町に検討

結果をフィードバックさせていくことを考

えております。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） その大きな問題が

あってなかなか進まないということで部長

はおっしゃいましたけれども、特にどの辺

が問題となって進んでいないか、お尋ねい

たします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 申しわけあり

ません。大きな問題ということではなく、

掘り下げていくべき課題、例えば、今美幌

商工会議所で検討しております美幌ニュー

ツーリズム計画だとか、町でも策定いたし

ました観光振興計画、これらの中にもみど

りの村とのかかわり方というのが非常に大

きい部分でありますので、さらに検討を深

めて、例えば、せんだっても行いました

が、美幌ニューツーリズム委員会の皆さん

との意見交換だとか、そういった外部の皆

さんとの意見交換を通じた中で、さらに掘

り下げていく課題等を見つけていくという

検討を進めている状況であります。よろし

くお願いします。

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。

○５番（稲垣淳一君） みどりの村も平成

元年といいますから、もう３０年来の施設

で、大変なじみのある施設となっておりま

して、またいろいろと各種イベント等々を

繰り広げて、本当に頑張っていらっしゃる

なと理解はしておりますし、私もいろいろ

と利用をさせていただいていますけれど

も、今後の３０年経過したみどりの村は、

どのようにさらなる発展を目指すために、

どのような検討を重ねているか教えていた

だきたい。

今もニューツーリズム関係のことがあっ

たと思いますが、特にこの部分に力を入れ

てやっていきたいというものがあればお尋

ねいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） せんだっての

意見交換の中でありましたのは、やはりみ

どりの村は町内で唯一の加工施設を有して

いるところでございます。

地産地消の拡大だとか、そういったよう

な取り組みもＪＡ婦人部だとか観光物産協

会、いろいろな団体の方が取り組んでいら

っしゃいますので、そういった部分を充実

していただきたいという御意見がありまし

た。よろしくお願いします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 先ほど、もう

１点のお尋ねでございました、評議員と理

事の関係でございます。

評議員につきましては、一般財団法人美

幌みどりの村振興公社定款で定められてお

りまして、その権限としましては、理事・

幹事の選任・解任、理事・幹事の報酬額の

決定、評議員に対する報酬額の支給の基

準、貸借対照表及び損益計算書の承認、定

款の変更、残余財産の処分、基本財産の処

分等の権限を有しているところでありま

す。

そして、理事につきましては、同じく定

款で定められておりまして、理事と幹事を

有しております。その職務につきまして

は、例えば幹事でありましたら、理事の職

務の執行を監査し、法令で定める監査報告

を作成するだとか、理事につきましては、

通常の理事会等により、意見をいただいた

り、さらには議決をいただくという役割を

果たしていただいております。よろしくお

願いします。

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） なしと認めます。

それでは、報告第８号一般財団法人美幌
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みどりの村振興公社の経営状況報告につい

ては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第２９ 報告第９号

○議長（大原 昇君） 日程第２９ 報告

第９号専決処分の報告について、お手元に

配付しているとおり報告書の提出がありま

したので、お聞きすることがあれば許しま

す。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第９号専決処分の報告につい

ては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３０ 報告第１０号

○議長（大原 昇君） 日程第３０ 報告

第１０号専決処分の報告について、お手元

に配付しているとおり報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） この損害賠償の内

容を見ると、強風による倒木ということで

すけれども、団地内には多くの樹木がある

と思うのですが、点検して他にそういう倒

木の危険のあった樹木があって、さらに伐

採したとかそういう状況がもしあれば、お

知らせいただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 今回、５

月８日に、強風により倒木になったわけで

ございますが、その後、全公営住宅を巡視

して確認をしておりますが、美富公営住宅

につきましては、平成５年の整備後木が大

分大きくなってきているということで、随

時、剪定・伐採した部分はあったのです

が、今回の事態を受けまして、９本の樹木

について、危険という判断のもとで伐採を

したところでございますので、報告させて

いただきます。

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） それでは、報告第

１０号専決処分の報告については、これで

終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３１ 報告第１１号

○議長（大原 昇君） 日程第３１ 報告

第１１号専決処分の報告について、お手元

に配付しているとおり報告書の提出があり

ましたので、お聞きすることがあれば許し

ます。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１１号専決処分の報告につ

いては、これで終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３２ 報告第１２号

○議長（大原 昇君） 日程第３２ 報告

第１２号例月出納検査報告について（２月

～４月分）、お手元に配付しているとおり

報告書の提出がありましたので、お聞きす

ることがあれば許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） ないようでありま

すので、報告第１２号例月出納検査報告に

ついて（２月～４月分）は、これで終わり

ます。

―――――――――――――――――――

◎日程第３３ 閉会中の継続調査に

ついて

○議長（大原 昇君） 日程第３３ 閉会

中の継続調査についてを議題とします。

各委員長から会議規則第７５条の規定に

よって、お手元に配付した印刷物のとおり

申し出があります。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。
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したがって、各委員長から申し出のとお

り、閉会中の継続調査とすることに決定し

ました。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本定例会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。

これで、平成２８年第３回美幌町議会定

例会を閉会します。

お疲れさまでした。

午後 ４時５７分 閉会  
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